
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県営水道事業中期経営計画 
（令和８年度～令和１２年度） 

～「くらし」や「まちの発展」を支え続ける水道の確立～ 

令和８年５月 
千葉県企業局 

千葉県営水道 

マスコットキャラクター 

「ポタリちゃん」 



 



はじめに 

 

千葉県営水道は、昭和９年に創設され、昭和１１年の給水開始から数えて、本年で

９０年を迎えます。 

県勢の発展を背景に数度の事業拡張を行い、現在では県北西部を中心とした１１市

に給水する、給水人口全国第３位の大規模事業体へと発展いたしました。 

これまで、安全かつ良質な水を安定してお客様にお届けするため、安定水源の確保、

浄・給水場や管路等の整備・更新、危機管理体制の充実、デジタル技術を活用した  

業務効率化、お客様の利便性向上などに取り組むとともに、東日本大震災以降は、  

湾岸埋立地域の管路の耐震化を前倒しで進めるなど、大規模な事故を未然に防ぐ取組

を進めてまいりました。 

こうした中で、今後、高度経済成長期以降に整備した多くの施設が次々と更新の 

時期を迎えることに加え、首都直下地震などの自然災害の危険性も高まっており、 

施設の更新・耐震化をこれまで以上に迅速に進めていく必要があります。 

さらに、昨今の物価高騰に伴う経費増加などにより、令和８年度から１２年度まで

の財政収支見通しにおいて、収支の赤字や資金不足に陥ることが見込まれたため、  

令和８年４月から３０年ぶりに水道料金の引上げを実施したところであり、安定した

財務運営のもと、これらの課題の解決に向け、着実に取り組んでまいります。 

今回策定いたしました、経営に関する基本計画である千葉県営水道中期経営計画 

では、基本理念として、「『くらし』や『まちの発展』を支え続ける水道の確立」    

を掲げ、令和８年度からの５年間に達成すべき基本目標として、これまでの「強靭」、

「安全」、「信頼」に加え、新たに「持続」を位置付け、それを具現化する主な施策・

取組を体系的に取りまとめたものとしています。 

県営水道では、将来にわたり安全な水を安定して供給していくことで、これからも

お客様の暮らしや事業者の皆様の活動を支え続けてまいります。 

 

                  千 葉 県 企 業 局 長       

                  千葉県水道事業管理者 

横山 尚典 令和８年５月 
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第１章 計画の趣旨及び性格 
 

１ 計画の趣旨 

近年、全国的に水道施設の老朽化に伴う漏水事故や自然災害に伴う大規模な被害が

発生しています。 
千葉県営水道（以下「県営水道」という。）においても、高度経済成長期以降に整備

した多くの水道施設が次々と更新の時期を迎えようとしていることや、首都直下地震

等の大規模地震の発生も懸念されることから、しっかりと水道施設の更新・耐震化を

進めていく必要があります。 
県営水道では、令和３年に「千葉県営水道事業中期経営計画（令和３年度～令和７

年度）」を策定し、これに基づき事業を推進してきたところですが、建設事業費の増加

や昨今の物価高騰に伴う様々な経費の増加もあり、令和８年度から収支の赤字や資金

不足が見込まれたことから、令和８年４月１日より、平均で１８．６％の料金引上げ

をさせていただいたところです。 
日常生活や経済活動に欠かせない水を、将来にわたって安定して送り続けていくた

め、前計画期間で実施した取組の成果を引き継ぐとともに、これまで以上に施設や管

路の更新・耐震化等を進めていくために、５年間分の具体的な取組を盛り込み、新た

な「千葉県営水道事業中期経営計画（令和８年度～令和１２年度）」を策定しました。 
 
 
２ 計画の性格 

本計画は、令和８年度から令和１２年度までの５年間において、県営水道の目指す

方向性である基本理念及びこれを実現するための基本目標に基づき、今後取り組むべ

き各施策を定めた水道事業の経営に関する基本計画であり、国土交通省が「新水道ビ

ジョン※1」を推進するために全国の水道事業体に策定を求めている「水道事業ビジョ

ン」、総務省が各公営企業に策定を求めている「経営戦略※2」として位置付けています。 
また、県営水道では、３０年間の施設整備の基本的な考え方を「千葉県営水道事業

長期施設整備方針」において定めております。本計画は、この方針の考え方に基づく

事業などを着実に推進するための実施計画となるものです。 
 

  

※1 新水道ビジョン：水道を取り巻く環境の大きな変化に対応するため、50 年後、100 年後の将来を見据えた 
水道の理想像を明示するとともに、取組の方向性やその実現方策等を平成 25 年に国が提示したもの。 

※2 経営戦略：中長期的な経営の基本計画であり、各公営企業において、総務省から策定を求められているもの。 
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千葉県営水道事業中期経営計画とその他計画等の関係（イメージ） 

※1 千葉県版水道ビジョン：千葉県内水道が目指すべき目標を掲げ、それを実現するための今後 10 年間の取組 
を示した「水道事業基盤強化に係る千葉県基本計画」を令和元年に県が策定したもの。 

※2 千葉県営水道事業長期施設整備方針：平成２６年４月に総務省からの要請を受けて千葉県が作成した  
「千葉県公共施設等総合管理計画」において、各施設の所管部局が作成する個別施設計画として位置づけ
られているもの。 

※2 
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第２章 県営水道の今日の姿 
 

１ 県営水道の沿革    

 昭和初期における東京湾沿岸地域は、河川水や地下水に依存していましたが、 

いずれも水質が悪く、伝染病が続発していました。このような状況を改善するため、

広域的観点から、昭和９年に県営水道事業が創設され、２年後の昭和１１年に、  

当時の千葉水源工場（現在の千葉分場）から千葉市内への給水を開始しました。 

その後、高度経済成長期における京葉臨海工業地帯の急速な開発と都市化の進展

による人口の急増、さらに成田ニュータウン及び千葉ニュータウンの建設並びに 

新東京国際空港（現「成田国際空港」）の開港等、県勢の発展を受けて、数度の   

事業拡張を行い、現在では給水人口で全国第３位の大規模事業体に成長しています。 

 

 

 

 事業体名 給水人口（万人） 

１ 東京都水道局 １,３８８ 

２ 横浜市水道局 ３７６ 

３ 千葉県企業局 ３０９ 

４ 神奈川県企業庁 ２８４ 

５ 大阪市水道局 ２８０ 

（注）千葉県以外は令和６年３月末現在 
給水人口の順位（令和７年３月末現在） 

 

 

［沿革] 

  昭和 ９年 ３月  上水道布設許可（京葉地区創設事業） 

昭和１１年 ６月  千葉水源工場（現千葉分場）給水開始 

昭和１５年 ５月  江戸川水源工場(のちの古ヶ崎浄水場)給水開始(平成19年廃止） 

昭和３１年 ４月  第１次拡張事業 着手 

昭和３３年 ６月  栗山浄水場給水開始 

昭和３７年 ４月  第２次拡張事業 着手 

昭和４０年 ４月  第３次拡張事業 着手 

昭和４３年 ７月  柏井浄水場一部給水開始 

昭和４４年     給水人口 １００万人 

昭和４５年 ４月  北総地区事業 着手 
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昭和４６年 ４月  第４次拡張事業 開始 

昭和５０年 ６月  北総浄水場給水開始 

昭和５３年     給水人口 ２００万人 

昭和５５年 ４月  柏井浄水場東側施設給水開始（高度浄水処理） 

昭和５７年 ３月  第４次拡張事業と北総地区事業を統合 

平成 ５年 ６月  福増浄水場給水開始（高度浄水処理） 

平成１６年 ８月  県水お客様センター開設 

平成１９年１０月  ちば野菊の里浄水場給水開始（高度浄水処理） 

平成２８年     給水人口 ３００万人 

令和 ６年 ３月  ちば野菊の里浄水場 第２期給水開始（高度浄水処理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ちば野菊の里浄水場 
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２ 県営水道の役割                             

県営水道は、現在、４つの取水場、４つの浄水場と１５の給水場・分場等の施設と

約９，３００キロメートルに及ぶ管路を保有し、県人口の半分にあたる約３００万人

のお客様に毎日の暮らしを支える生活用水をお届けしています。 

また、国際拠点空港である成田国際空港、幕張メッセを中核とする幕張新都心、  

大規模テーマパーク等の日本を代表する大型集客施設、さらに東京湾岸地域の工業 

地帯をはじめとする企業等への給水を通じて、千葉県の経済・生産活動の発展を支え

る重要な役割を担っています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

成田国際空港 

（成田国際空港株式会社提供） 

幕張新都心 

 

東京湾岸の工業地帯 
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３ 事業概要 

（１）給水区域 

 給水区域は１１市※1にまたがり、その面積は約５６６平方キロメートル（県面積の

約１１パーセント）に及んでいます。 

 

（２）給水人口と給水量の移り変わり 

 令和７年３月末現在の給水人口は3,093,756人（県人口の約４９パーセント）、  

普及率は９６．５パーセントに達しています。 

令和６年度の給水状況は、一日最大 991,586 立方メートル、一日平均 864,986 立方

メートル、年間では約 3 億 1,572 万立方メートルになっています。 

また、用途別使用量では、家庭用が約８８パーセントを占めています。 

 

（３）水源及び浄水場 

 水源は、利根川水系及び県内河川である養老川水系の河川・湖沼水です。 

また、その他に県営水道では北千葉広域水道企業団（利根川水系）及びかずさ水道

広域連合企業団（小櫃川水系）から受水しており、利根川水系への依存度は北千葉  

広域水道企業団からの受水を含め約９割となっています。 

浄水場は、利根川及び印旛沼の水を利用している柏井浄水場、利根川の水を利用 

している北総浄水場、江戸川の水を利用しているちば野菊の里浄水場及び養老川水系

の高滝ダムの水を利用している福増浄水場があります。 
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（年度）

（万人）
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（百万m3）

（年度）

給水人口の推移(S40～R6) 給水量の推移(S40～R6) 

※1 （給水区域の）11 市： 
市川市、鎌ケ谷市、浦安市の全域 
千葉市、船橋市、松戸市、成田市、習志野市、市原市、印西市、白井市の各一部。 
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許可水利権一覧（令和７年度） 

 

水源地図 

水系等 水源名
水利権

（m3/秒）

一日当たり
取水可能量
（m3/日）

取水場
（浄水場）

江戸川自流 1.060

奈良俣ダム 0.470

農業用水合理化 0.470

八ッ場ダム 0.990

江戸川・中川（暫定） (1.46)

川治ダム 1.330 114,900
印旛取水場
（柏井浄水場東側施設）

利根川河口堰 3.480

川治ダム 0.639

湯西川ダム 1.510

奈良俣ダム 0.014

養老川水系
養老川

高滝ダム 1.100 95,000
高滝取水場
（福増浄水場）

11.063 955,800

※　（　）は、暫定水利権

合計

利根川水系
江戸川

258,300
矢切取水場
（ちば野菊の里浄水場）

利根川水系
利根川

487,600

木下取水場
（柏井浄水場西側施設、
　北総浄水場）
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給水区域図 
 

県営水道の主な施設 
 

上水道事業では、４か所の浄水場で

水を作っています。 

このほか、隣接する企業団が作った

水も購入して利用しています。 

種別 場数 施設名称

取水場 ４ 印旛、木下、高滝、矢切

浄水場 ４ 柏井、北総、福増、ちば野菊の里

給水場 １０ 栗山、園生、船橋、誉田、成田、北船橋、沼南、松戸、幕張、妙典

分場 ５ 千葉、市原、大宮、姉崎、北習志野
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 県営水道は、歴史的な価値から登録有形文化財として登録されている施設を有し

ており、これらは現在も現役の水道施設として使用されています。 

 

●千葉高架水槽（千葉市中央区） 

 平成１５年度 土木学会選奨土木遺産認定 

 平成１９年度 登録有形文化財（建造物）登録 

＜概要＞ 

 「千葉県水道事務所千葉水源工場（現：千葉分場）」の付帯施設と

して昭和１２年に建設されました。全国的にもまれな正十二角形

構造で、頂部に水槽を収め、建物の本体北側に玄関及び階段室を

設けています。 

 

 

●千葉分場１号配水池（千葉市中央区） 

 平成２２年度 土木学会選奨土木遺産認定 

 平成２９年度 登録有形文化財（建造物）登録 

＜概要＞ 

 「千葉県水道事務所千葉水源工場（現：千葉分場）」の

付帯施設として昭和１２年に高架水槽と並んで建設

されました。大きな円形の構造で、アールデコ※1 風の

階段や芝張りの屋上にアールデコ風の中央塔を設け

ています。 

 

 

 

●栗山配水塔（松戸市） 

 平成１８年度 土木学会選奨土木遺産認定 

 平成２９年度 登録有形文化財（建造物）登録 

＜概要＞ 

「千葉県水道事務所江戸川水源工場（旧古ヶ崎浄水場）」の付帯施設として昭和１２年に

建設されました。円筒型の高架水槽で、ドームの周囲にはバルコニーがめぐらされ、屋根

には四本の柱で支えられた通気口が備わっています。 

コラム 

＜千葉高架水槽＞ 

＜千葉分場１号配水池＞ 

＜完成初期の千葉高架水槽と千葉分場１号配水池＞ 

＜栗山配水塔＞ ＜完成初期の栗山配水塔＞ 

※1 アールデコ：1920 年代から 1930 年代にかけて世界的に流行した幾何学的な装飾様式の総称。 

県営水道の文化遺産について 
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第３章 県営水道の現状と課題 
 

１ 計画的な更新及び適切な維持管理 

  

[現 状] 

県営水道の浄給水場等の施設や管路については、高度経済成長期以降に集中的に整

備されたものが多く、急速に老朽化が進行しています。 

水道施設の老朽化は漏水事故等のリスクの高まりにもつながることから、事故等を

未然に防ぐため、これまで適切な維持管理により健全性を保持して、長寿命化を図っ

てきたところですが、これらの水道施設が次々と更新時期を迎えようとしています。 

 

[課 題] 

（１）計画的な更新・整備の実施 

県営水道では、浄給水場等の施設や管路について、更新時期の目安として目標使用

年数を定めて計画的に更新を行っており、この範囲内であれば、想定外の大規模な自

然災害により被害を受けた場合などを除き、十分に使用可能と考えられるため、目標

使用年数を超過しないことを基本に、施設や管路を更新しています。 

県営水道の施設や管路は高度経済成長期（S30 年代～S40 年代）以降に集中的に整

備されたものが多いため、今後は、更新時期が集中することも想定されます。 

《課題解決の方向性》 

そのため、更新にあたっては、施設規模の適正化や統廃合などを見据えた長期的な

視点に立つとともに、水道施設の状況や更新需要を的確に把握し、各施設の老朽度や

重要度を踏まえ、事業量を平準化しつつ目標使用年数を超過しないことを基本とし実

施していく必要があります。   

浄給水場及び分場の建設時期 

管路の総延長の１０年毎の推移 

時期（年代）

千葉分場 栗山浄水場

市原分場 園生給水場

大宮分場 姉崎分場

船橋給水場 柏井浄水場（西側）

北習志野分場 誉田給水場

成田給水場

北総浄水場 北船橋給水場

柏井浄水場（東側） 沼南給水場

松戸給水場

平成元年～ 福増浄水場 幕張給水場

　平成１０年～ 妙典給水場 ちば野菊の里浄水場

令和元年～ ちば野菊の里浄水場（第２期施設）

　昭和４０年～

　昭和５０年～

名称

～昭和３９年

年度 管路総延長

昭和４５年 ２,７０８ km

昭和５５年 ５,４９３ km

平成２年 ６,７２３ km

平成１２年 ７,９４５ km

平成２２年 ８,７５５ km

令和２年 ９,２０７ km

令和６年(直近) ９,３３０ km

課題解決に向けた具体的な施策を 
「第５章（１）安定給水の確保」１ ２に記載しています ➢ 
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（２）適切な維持管理の実施 

 県営水道では、水道施設について、適切かつ積極的な保守・点検及び修繕等の維持

管理を実施するとともに、その履歴を、予防保全型維持管理に活用することで、長寿

命化を図っています。 

また、保守・点検及び修繕等、維持管理の履歴を電子情報化する等、適切に整理・

蓄積し、更新計画の基礎データとして活用しています。 

 今後は、これまで以上に老朽化した施設、管路が増加することが見込まれます。事

故等を未然に防ぎ、長期間にわたって水道施設の機能を維持させるためには、重要度

や老朽度を踏まえ、適切に維持管理を実施する必要があります。 

《課題解決の方向性》 

引き続き、更新計画との整合を図りながら、適切な維持管理により、水道施設の健

全性を保持するとともに、デジタル技術の活用により業務を効率的に実施するなど、

老朽化に伴う事故等を未然に防止するため、一層力を入れていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポンプ設備の修繕 

維持管理の履歴の電子情報化 

水管橋の点検 

 

課題解決に向けた具体的な施策を 
「第５章（１）安定給水の確保」１ ２ ３に記載しています ➢ 
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２ 様々な災害や事故等への備え 

  

[現 状]  

これまで、東日本大震災や令和元年房総半島台風による被害等を踏まえ、施設・  

管路の耐震化や停電・浸水対策、覆蓋化による異物混入対策等を進めるとともに、給

水区域内１１市等の関係機関と訓練を実施するなど、非常時の体制強化にも取り組ん

できたところです。 

 

[課 題] 

（１）耐震化等の危機管理対策の推進 

近年、全国的に大規模地震による水道施設への被害が発生している中、県営水道に

おいても、近い将来に発生が懸念される首都直下地震等の大規模地震に備えて、施設・

管路の耐震化等の危機管理対策を引き続き推進していく必要があります。 

《課題解決の方向性》 

ア 施設の耐震化 

 施設の更新時に併せて耐震化することを基本としていますが、浄給水場等は、被災

すると極めて大きな影響を及ぼす「急所施設※1」であることから、災害時の水道使用

者への影響を考慮して耐震化を進めていく必要があります。 

能登半島地震では、急所施設が被災したことにより、広範囲での断水が発生し、復

旧が長期化しました。県営水道においては、処理能力の大きい浄水場の一部や給水場

の配水池等で耐震性の低い施設があることから、これらの施設を優先して、目標使用

年数にとらわれずに耐震化を行っていく必要があります。 

 また、耐震化にあたっては、長期間運転を停止しながら工事を行うなどの制約があ

ることから、安定給水に支障がないよう、施設ごとに工事の時期をずらし、段階的に

進めていく必要があります。 

 

イ 管路の耐震化 

 県営水道では、阪神・淡路大震災や新潟県中越地震における管路の被害状況を踏ま

え、平成１８年度から、耐震継手管を全面的に採用し、耐震化を推進しています。 

更新時に併せて耐震化することを基本としていますが、液状化により長期的な断水

被害が想定され、日常生活や経済活動に及ぼす影響が大きい湾岸埋立地域に埋設され

た管路や、災害時において人命にかかわる災害拠点病院及び災害対応の復旧活動等の

中心的役割を果たす防災拠点等の最重要給水施設につながる管路については、目標使

用年数にとらわれずに、引き続き優先して耐震化を行っていく必要があります。 

  

※1 急所施設：その施設が機能を失えばシステム全体が機能を失う最重要施設。   

課題解決に向けた具体的な施策を 
「第５章（２）災害に強い施設整備の推進」 に記載しています ➢ 
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総管路延長の推移及び耐震化率の推移 

＜令和６年度末時点の管路耐震化率＞ 

・管 路 の 耐 震 化 率    ：28.8％ ＝ 2,688km(耐震管延長) ÷ 9,330km(総延長) 

・湾岸埋立地域の管路耐震化率：66.0％ ＝   462km(耐震管延長) ÷   700km(湾岸延長) 

  ※令和 22 年度までに耐震化完了予定 

・最重要給水施設への管路耐震化率：63.3％ ＝  37.8km(耐震管延長) ÷  59.7km(最重要延長) 

※令和 12 年度までに耐震化完了予定 

 

施設・管路の耐震化のイメージ 

総管路延長(km) 耐震化率(％)
湾岸埋立地域の
耐震化率(％)

最重要給水施設への
管路耐震化率(％)
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 ウ 停電・浸水対策の強化 

 県営水道では、近年激甚化する自然災害を踏まえ、様々な災害の脅威に対応するた

め、浄給水場等における停電対策として、非常用自家発電設備や燃料タンクの増強を

実施しました。また、浸水対策として、浸水被害想定等に基づき、防水扉や防水板の

設置などの応急対策に取り組んでまいりました。引き続き、更なる安定給水の確保に

向け、停電・浸水対策に取り組んでいく必要があります。 

 

 

（２）危機管理体制の確保 

 県営水道では、給水区域内１１市等の関係機関との連携強化や実践的な訓練の実施

により、非常時に確実に行動できる体制を構築するとともに、県外事業体や関係団体

等と応援協定を締結するなど、危機管理体制の充実に取り組んできました。 

近年、自然災害は頻発化・激甚化する傾向にありますが、いかなる状況においても、

災害発生時には、迅速な対応を行い、被害を最小限に抑える必要があります。 

《課題解決の方向性》 

引き続き関係機関との連携や訓練を実施し、危機管理体制の確保を図っていく必要

があります。 

 

 

課題解決に向けた具体的な施策を 
「第５章（３）危機管理体制の強化」 に記載しています ➢ 
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３ 安全な水の供給 

  

[現 状]  

県営水道は利根川・江戸川、印旛沼、高滝ダムから取水しており、千葉県は利根川

水系の下流に位置しているなどの理由から、原水水質は決して良好とはいえません。

また、過去には利根川水系の浄水場においてホルムアルデヒドによる水質汚染事故が

発生し、近年ではＰＦＯＳ及びＰＦＯＡによる水質への影響が懸念されています。こ

のような状況下においても、安全な水を安定して供給するため、水源の監視や保全、

高度浄水処理の導入、水質管理の徹底といった取組を進めてきたところです。 

また、貯水槽水道※１においては、設置者による衛生上適正な管理が行われていない

事案について、適正管理に関する指導・助言を行ってきました。 

 

[課 題] 

（１）安全で安心な水の供給 

県営水道は、河川や湖沼を水源としていますが、流域に多くの住宅地や工場等を抱

えていることから、生活排水による水質汚濁、工場排水の流入による水質汚染や水源

水質事故のリスクがあるとともに、近年では局地的な大雨が頻発しており、河川にお

ける急激な濁度上昇などにより原水水質が悪化して浄水処理に支障を及ぼす場合も

あります。今後も、気候変動に伴う大雨や少雨による水質への影響などが懸念されま

すが、水質異常が発生した場合にも適切な対応が求められます。 

 また、集合住宅やホテル、病院等に設置されている貯水槽施設は、その施設の設置

者が適正に管理することとしておりますが、管理が適切に行われていない場合、水質

悪化を起こす可能性があります。 

《課題解決の方向性》 

 今後も、お客様にいつでも安全な水を安心して使用していただくためには、水源の

監視や保全、水源水質に対応した適切な浄水処理、浄水場から蛇口に至るまで徹底し

た水質管理を行うことにより、水道水の品質を確保していく必要があります。 

 また、浄水処理した安全な水を蛇口までお届けするために、引き続き「貯水槽水道

地域巡回サービス」を実施し、貯水槽施設の設置者に対して適正管理に関する指導・

助言を行うなど、安全で安心な水の供給を推進していく必要があります。 

 

 

 

  

※1 貯水槽水道：ビルやマンションなどにおいて、水道水をいったん受水槽や高置水槽に貯留し、ポンプ 
などで圧送して利用者に給水する施設の総称。 

課題解決に向けた具体的な施策を 
「第５章（４）安全で安心な水の供給」 に記載しています ➢ 
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職員による水質検査 

浄水処理の概要 

 

 などに 

貯水槽水道地域巡回サービス 
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「水質基準項目」とは 

「水質基準値」とは 

 

   
 

 

水道水は、安全に飲むことができるよう、「水道法」で水質基準項目や水質基準値 

などが定められています。 

県営水道では、検査が義務付けられている水質基準項目の５２項目（令和８年４月

時点）だけではなく、合計２００を超える項目の水質検査を計画的に行っています。 

また、検査の結果はホームページに掲載しています。 

 

 

 「水質基準に関する省令」で定められた、水道水が適合しなければならない  

水質の基準です。 

項目は、大きく２つに分けられています。 

○健康に関する項目 

 シアンや水銀、大腸菌、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡなど３２項目 

○性状に関する項目 

    硬度や鉄・マンガン、かび臭の原因物質など２０項目 

 

 

 人の健康や水道水の性状(色・においなど)に問題が発生しない値のことで、  

項目ごとに決められています。 

 

   

 『ＰＦＡＳ』は 1 万種類以上ある「有機フッ素化合物」の総称で、はっ水剤、

界面活性剤など様々な用途で使用されてきました。 

 『ＰＦＡＳ』の中でも、泡消火剤などに使用されてきた『ＰＦＯＳ』や、     

コーティング剤などに使用されてきた『ＰＦＯＡ』は、難分解性（自然界で分解

されにくい）、高蓄積性（生物の体内に残りやすい）という性質を持ち、さらに、

健康への影響が指摘されていることなどから、現在では製造や輸入等が原則禁止

されています。 

   なお、県営水道が供給する水道水については、定期的に実施する水質検査にお

いて国が定める水質基準値を大きく下回ることを確認しております。 

※ 令和７年６月３０日に「水質基準に関する省令」が改正され、『ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ』を「水

質基準項目」とし、健康に関する項目に位置付け、基準値をＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの合算値と

して５０ng※１/L 以下であることと規定し、令和８年４月１日から施行されることになりまし

た。 

コラム 

最近よく聞く『ＰＦＡＳ』とは 

※1 ng（ナノグラム）：10 億分の 1 グラム。   

県営水道の水質検査について 
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４ お客様のニーズに応える取組 

  

[現 状]  

これまで県営水道では、お客様に水道事業への理解を深めていただくため、広報紙

やホームページ等の様々な手段によって広報活動を継続的に実施してきました。 

また、アンケート調査を通じてお客様のニーズを把握し、利便性の向上や安全でお

いしい水づくりなどに取り組んできたところです。 

さらに、従来は電話や書面で行っていた各種手続き・相談対応については、お客様

専用ページ（マイポータル）等を創設し、オンライン受付を導入するとともに、料金

の支払いに関しても、スマートフォン決済やクレジットカード払いの導入、口座振替

払いサービスの拡充、下水道使用料との徴収一元化など、お客様の利便性向上に取り

組んできました。 

 

[課 題] 

（１）広聴・広報活動の充実  

 水道事業は主に水道料金によって運営されており、将来にわたり継続的に事業運営

していくためには、お客様の理解と協力が不可欠です。 

 お客様の声を積極的に把握して事業運営や業務改善に役立てるとともに、引き続き

厳しい経営環境が見込まれる中、県営水道が実施する事業の必要性や経営状況につい

て、より多くのお客様に理解を深めていただくことが求められています。 

《課題解決の方向性》 

広聴活動を充実していくとともに、より効果的な手段を活用した情報発信が必要と

なります。 

 

 

  

パンフレット「ちばの水道」 県営水道ホ－ムページ 

課題解決に向けた具体的な施策を 
「第５章（５）お客様のニーズに応える取組」１ に記載しています ➢ 
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（２）おいしい水への要望に応える取組 

 県営水道では、お客様のおいしい水への要望にお応えするため、水道水に対して 

お客様が抱く「不安感」や「おいしくない」というマイナスイメージから、「安心感」

や「おいしい」というプラスイメージへの転換を目指し、平成１８年度から国の定め

る水道水質基準等よりも厳しい独自の水質目標※１を掲げ、安全でおいしい水づくりに

向けて様々な取組を推進してきました。 

その結果、お客様の水道水の「飲み水としての満足度」は平成１８年度の約３０％

から大幅に向上し、近年では８５％前後の高い水準で推移しています。 

今後もお客様からのおいしい水への要望に応え、安全でおいしい水道水を届け続け

るとともに、「飲み水としての満足度」を現在の高い水準で維持していく必要があり

ます。 

《課題解決の方向性》 

残留塩素の低減化等の技術的な取組や、お客様に水道水の安全性やおいしさを知っ

ていただくためのＰＲ等の取組を引き続き推進する必要があります。 

 

 

 

 

  

水道水の飲み水としての満足度 

※1 独自の水質目標：令和 7 年度時点では、9 項目 (色度・濁度・総トリハロメタン・放射性セシウム・残留 
塩素・臭気強度・かび臭物質(2-MIB、ジェオスミン)・有機物)について、国の定める水質基準等よりも 
厳しい目標値を設定している。 

 

『満足度』は、インターネットモニターアンケート調査で、

現状の水道水について、飲み水として満足しているかの

設問に対し、５つある選択肢のうち「満足している」・「どち

らかといえば満足している」と回答した人の割合 

課題解決に向けた具体的な施策を 
「第５章（５）お客様のニーズに応える取組」２ に記載しています ➢ 
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（３）各種手続や支払い方法の利便性向上 

これまで、スマートフォン決済やクレジットカード払いをはじめとした多様な支払

方法の導入を行うとともに、お客様専用ページ（マイポータル）によるオンライン受

付の導入を進めてきました。 

しかし、利便性の向上をお客様に実感していただくためには、これらのサービスを

実際に利用していただくことが重要です。 

《課題解決の方向性》 

サービス利用者の拡大に向けて普及促進を図るとともに、ライフスタイルの多様化

やＩＣＴ※1 分野における技術革新の進展、お客様の多様なニーズなどを踏まえ、引き

続き利便性向上にむけた対応を検討していく必要があります。 

 

   

※1 ICT：情報通信技術（Information and Communication Technology）の略。 

課題解決に向けた具体的な施策を 
「第５章（５）お客様のニーズに応える取組」３ に記載しています ➢ 
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使用水量や料金の確認が簡単！ 

各種手続きがいつでも簡単！ 

 

        

 
 

使用水量や請求金額の確認、水道料金の支払い、各種手続きがオンラインで完結

するお客様専用ページ「マイポータル」や、お客様からの問合せに２４時間対応す

る「チャットボット」の運用を令和８年 1 月５日から開始しました。 
 
○「マイポータル」でできること 

 

PayPay で２４時間どこでもスマホからお支払いができます。 

PAYSLE でスマホに電子バーコードを表示してコンビニでお支払いができます。 
 

 これまでの紙の検針票や納入通知書をなくし、スマホ等へオンラインでお知ら

せします。これによって紙の使用量や郵送費用等の削減につながります。 

また、過去の使用水量や請求金額についても、過去２年分いつでもスマホ等で

確認できます。 

 

使用開始・中止のお手続きや、支払い方法の変更・登録のお手続き等がいつでも

簡単にスマホ等で申請できます。 
 
○「チャットボット」でできること 

   

ＡＩチャットボットが自動で２４時間応答しますので、いつでもお好きなタイミ

ングでお問い合わせいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは、下記、千葉県営水道ホームページをご覧ください。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/gyoumu/myportal.html 

コラム 

スマホで水道料金が払えます！ 

いつでも質問ができます！ 

(参考)マイポータル登録手順 

お客様専用ページ「マイポータル」及び 
「チャットボット」について 
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５ 大規模事業体の責務と社会貢献 

  

[現 状]  

県営水道では、県内水道の統合・広域連携の取組を進めるとともに、これまで培っ

てきた技術と知識を基に、県内水道事業体への技術支援や国内外の水道技術の発展に

貢献するなど、地域の中核水道事業体としての役割を果たしてきたところです。 

また、本県では、カーボンニュートラル※1 の実現に向けて、「千葉県地球温暖化対

策実行計画」を策定し、環境負荷の低減に取り組んでいる中、県営水道でも「千葉県

企業局環境方針」に基づき、太陽光発電やマイクロ水力発電などによる再生可能エネ

ルギーの導入、省エネルギー化や廃棄物の再資源化などの推進をしてきました。 

 

[課 題] 

（１）統合・広域連携 

県内水道事業体は、人口減少に伴う有収水量の減少、施設・管路の老朽化対策や耐

震化の促進、技術職員の減少など、単独の事業体では解決が困難な様々な課題を抱え

ています。 

このため、県では、将来にわたる水道の安定供給体制を構築するため、令和元年９

月に策定した「水道事業基盤強化に係る千葉県基本計画（千葉県版水道ビジョン）」な

どに基づき、水道事業体の統合・広域連携の推進に取り組んでいます。 

これまでの取組では、県営水道は、九十九里地域・南房総地域の水道用水供給事業

体※2 との統合に参画し、地域の水道事業の経営基盤強化に貢献してきました。 

また、能登半島地震の被害を受け、国土交通省は有識者検討会を設置し、上下水道

のあり方検討を進めており、提言の第 2 次とりまとめでは、強靱で持続可能な上下水

道を実現するための基盤を強化するため、都道府県単位での「経営広域化」を加速化

する必要があると言及されています。 

県内にはまだまだ経営基盤の脆弱な水道事業体も多く、県では、引き続き統合・広

域連携を促進していく方針です。 

《課題解決の方向性》 

全国第三位の規模の事業体である県営水道は、この取組に積極的に参画して本県の

水道の安定供給体制の構築に寄与することが求められています。 

 

  

※1 カーボンニュートラル：温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ、排出量を実質的にゼロにすること。 
※2 水道用水供給事業体：水道水を末端給水事業者（水道水を各家庭などの需要者へ供給する事業者）へ 

供給する事業者。 
 

課題解決に向けた具体的な施策を 
「第５章（６）大規模事業体の責務と社会貢献」１ に記載しています ➢ 
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（２）県内事業体への技術支援及び国内・国際貢献  

県営水道では、平成２９年度から、全ての県内事業体に対して水道技術研修を開放

し、技術力の向上を支援してきました。県内事業体でも、技術職員の確保が困難にな

ってきていることや、人材育成を行うための十分な体制を整えることが難しい事業体

など、技術力の維持・向上が課題となっています。 

また、（公社）日本水道協会などを通じて、先進的な取組事例等を情報発信するとと

もに、国際協力機構（ＪＩＣＡ）※1 等からの要請を受け、開発途上国への職員の派遣、

研修生の受入などの国際協力を行ってきました。特に、東ティモール民主共和国に対

しては、令和６年度までに長期派遣５名、短期派遣２９名の延べ３４名の職員を派遣

し、現地の水道事業の技術指導を実施してきました。 

今後も、県営水道は大規模事業体として、国内外の水道技術の維持・発展に貢献し

ていくことが求められています。 

水道用水供給事業体の変化(統合前後) 

統合前 統合後（令和８年度以降） 

県企業局（水道事業） 県企業局（水道事業） 

水道用水供給事業体の変化 

県企業局（水道用水供給事業） 

※1 JICA（独立行政法人 国際協力機構）：独立行政法人国際協力機構法に基づき設立された独立行政法人で、 
開発途上地域等の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与することを通じて、国際協力の 
促進並びに日本及び国際経済社会の健全な発展に資することを目的としている。 
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《課題解決の方向性》 

多くの水道事業者が共通して抱える課題に対する一助となるよう、引き続き、県営

水道が培ってきた技術と知識を活かし、技術支援を通じて大規模事業体としての責務

を果たしていく必要があります。 

また、国外からの協力要請に対しても、技術支援の取組を通じて国際貢献を行って

いく必要があります。 

 

 

（３）環境負荷の低減 

水道事業においては、浄水場での浄水処理や送配水過程で、電気などの多くのエネ

ルギーを消費していることから、県営水道の事業活動は地球環境に対して大きな関わ

りをもっています。 

そのため、県営水道においても、地球温暖化問題や循環型社会の構築などの課題に

対応することが求められています。 

《課題解決の方向性》 

今後も環境負荷の低減に向けて、太陽光発電やマイクロ水力発電による再生可能エ

ネルギーの活用、浄水処理の過程で発生する浄水発生土をはじめとした廃棄物の再資

源化を進めるなど、環境に配慮した取組を実施していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

課題解決に向けた具体的な施策を 
「第５章（６）大規模事業体の責務と社会貢献」２ に記載しています ➢ 

課題解決に向けた具体的な施策を 
「第５章（６）大規模事業体の責務と社会貢献」３ に記載しています ➢ 
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 ＜概要＞ 

  平成１９年２月に千葉県県内水道経営検討委員会が「これからの千葉県内水道に

ついて」の提言をしたことを契機に、千葉県が県内の統合・広域連携に係る考え方

を示しました。その取り組みのリーディングケースとして、九十九里地域・南房総

地域の水道用水供給事業を事業統合し、千葉県企業局が経営することについて検討

を進め、令和８年４月 1 日に統合を実現しました。 

 この背景には、人口減少が見込まれる中で老朽化した施設の更新・耐震化を進め

る必要がある一方、技術職員の確保が難しく、既存の事業体単独では十分な対応が

困難となっている現状があります。 

統合後は、これらの課題に適切に対応するため、統合による効果を最大限に活用

し、円滑な事業運営を通じて、将来にわたり安定的な給水の確保に努めてまいり 

ます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム 

「九十九里地域水道企業団」 
供給開始：昭和 52年 7月 
構成市町村：東金市、茂原市、匝瑳市、 

山武市、大網白里市、 
九十九里町、横芝光町、 
一宮町、睦沢町、長生村、 
白子町、長柄町、長南町  

給水量：37,583,309 ㎥(R6 年度実績) 
職員数：82 人(R6 年度末現在) 

「南房総広域水道企業団」 
供給開始 ： 平成 8年 10月 
構成市町村 ： いすみ市、南房総市、 

館山市、勝浦市、鴨川市、
大多喜町、御宿町、鋸南町 

給水量 ： 12,243,１59 ㎥(R６年度実績) 
職員数 ： 30 人(R６年度末現在) 
 
 

（水道用水供給事業体の概況） 

(統合の形態) 

県企業局

九十九里地域水道企業団

南房総広域水道企業団

水道事業

造成土地管理事業

工業用水道事業

水道用水供給事業

水道用水供給事業

統合前

県企業局

水道事業

造成土地管理事業

工業用水道事業

水道用水供給事業

統合後

解
散

設
置

事業統合

解
散

水道用水供給事業体統合のリーディングケース 
（九十九里地域・南房総地域）について 
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６ 健全な経営及び運営体制の確保 

  

[現 状]  

県営水道では、今後の施設や管路の更新・耐震化に係る事業費の増加や昨今の物価

高騰に伴う様々な経費の増加により、収支の赤字や資金不足が見込まれたことから、

令和８年４月１日に料金の引上げを行ったところです。 

また、近年、更新・耐震化や適切な維持管理を進める上で必要な技術職員の確保が

困難になってきていることから、組織のスリム化や業務の効率化を進めてきたところ

です。 

さらに、これまでも技術的な課題解決のために、優れた技術・ノウハウを保有する

民間企業等との協働・連携を行ってきたところです。 

加えて、県営水道では、情報システムを幅広い分野で活用していることから、これ

までも定期的な機器等の更新や情報システムの改修を行い、システムの安定的な運用

を確保してきたところです。 

 

[課 題] 

（１）水道料金収入 

 県営水道の施設や管路は、高度経済成長期以降に集中的に整備されたものが多く、

今後、老朽化が一層進むことが見込まれます。こうした中でも健全経営を維持し、水

道施設の更新や耐震化を着実に進めていく必要があります。 

《課題解決の方向性》 

 今後も不断の支出の見直しを行った上で、物価高騰などの状況も踏まえながら、定

期的に水道料金のあり方を検証していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
水道料金収入（給水収益）の推移 

課題解決に向けた具体的な施策を 
「第５章（８）健全経営の推進」１ ３ に記載しています ➢ 
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（２）建設事業費 

 平成８年度の水道料金改定以降、施設能力の増強を伴う新たな浄給水場の建設がな

かったことや、更新時期を迎える既存施設・管路が少なかったことなどにより、建設

事業費は抑えられていました。 

しかしながら、平成２３年の東日本大震災を契機に、液状化による被害が想定され

る湾岸埋立地域の管路の耐震化を前倒ししてきたため、特に管路の耐震化に要する事

業費が大きく増加し、建設事業費全体も増加傾向にあります。 

こうした中、今後も次々と施設や管路の更新時期を迎えることから、更新・耐震化

のための事業費の増加が見込まれています。 

《課題解決の方向性》 

計画的に事業を実施するためには、必要となる財源を確保していく必要があります。 

特に、企業債については、金利の動向や企業債に関する経営指標、世代間の負担の

公平性などを考慮しながら、効果的に活用を図る必要があります。 

 

 

建設事業費の推移 

 

 

 

 

509
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233

191 186

340

479

520

0
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500

H8 H12 H16 H20 H24 H28 R2 R6

（億円）

H23.3.11
東日本大震災

今後も事業費 

の増加が 

見込まれる 

課題解決に向けた具体的な施策を 
「第５章（８）健全経営の推進」２ に記載しています ➢ 
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企業債（残高・発行額・償還額）の推移 
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（３）人材の確保と育成、民間活力やデジタル技術等の活用による業務の効率化 

 施設や管路の更新・耐震化を着実に進めていくためには、これまで以上に技術職員

の確保に努めるとともに、若手職員への技術継承や技術研修を通じて職員一人一人の

資質・技術力向上を図っていく必要があります。 

《課題解決の方向性》 

 県営水道では、これまでも浄給水場の運転管理業務の民間委託や、浄水場の一部施

設の維持管理等についてＰＦＩ事業を導入するなど、民間活力の活用を図りながら、

組織のスリム化を進めてきましたが、今後は、水道施設の更新・耐震化を一層進めて

いくため、これまで以上に人材の確保や育成を進めるとともに、デジタル技術を活用

した各種申込や申請のオンライン化などによる業務の効率化を進めていく必要があ

ります。さらに、技術的な課題の解決にあたっては、優れた技術・ノウハウを保有す

る民間企業、民間団体等との協働・連携を進めていくことも有用です。 

 

（４）システムの安定運用及びセキュリティ対策の強化 

 県営水道では、情報システムを幅広い分野で活用しており、システムの安定的な運

用と取り扱うお客様情報等の情報資産の安全性を確保していくことが常に求められ

ています。 

《課題解決の方向性》 

 引き続き、定期的な機器等の更新や情報システムの改修、日々のネットワークの監

視を徹底することで、システムの安定的な運用を確保していく必要があります。 

課題解決に向けた具体的な施策を  
「第５章（７）安定した運営体制の確立」１ ２に記載しています ➢ 

課題解決に向けた具体的な施策を  
「第５章（７）安定した運営体制の確立」３ に記載しています ➢ 



 

 
30 

第
４
章 

県
営
水
道
の
こ
れ
か
ら
の
経
営 

第４章 県営水道のこれからの経営 
 

１「基本理念」－目指す方向性 

人口減少や自然災害の激甚化、施設の老朽化など、水道事業をとりまく環境が厳し

さを増している中においても、生活や経済・生産活動を支える安全な水道水を安定的

に供給し続けるとともに、ライフスタイルの変化等に伴い多様化するお客様のニーズ

やＳＤＧｓ※１の理念を踏まえていく必要があります。このため、計画の幹となる基本

理念を次のとおりとします。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜基本理念と基本目標＞ 

 

※1 SDGs：持続可能な開発目標 
SDGs とは、平成 27 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のためのアジェンダ」に記載 
された 2030 年までの国際目標です。17 の国際目標（ゴール）・169 のターゲットから構成され、「地球上 
の誰一人として取り残さない」を理念として、持続可能で多様性と包摂性のある社会実現を目指しています。 
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２「基本目標」－目指す姿 

上に掲げた「基本理念」の実現に向けて、直面している経営課題に対処していくた

め、県営水道の目指す姿を基本目標として、これまでの「強靭」、「安全」、「信頼」と

いった基本目標に加え、新たに「持続」を位置づけ、持続可能な運営基盤を確立して

いきます。 

 

 

 

 

 老朽化の進む浄給水場、管路について、予防保全による適切な維持管理を行い  

ながら、計画的な更新・整備を進めるとともに、激甚化する災害に対応するため、  

耐震化等の災害対策に加え、関係機関との連携による危機管理体制の強化を図り、 

強靭な水道を構築します。 

 

 

 

お客様にいつでも安心して水をお使いいただけるよう、水源水質に対応した適切な

浄水処理を行うとともに、浄水場から蛇口まで、水質管理を徹底し、安全で安心な水

をお届けします。 

 

 

 

ライフスタイルの変化等に伴い多様化するお客様のニーズにお応えするため、デジ

タル技術の活用等による各種手続きの利便性向上や、おいしい水づくりに取り組むと

ともに、地球環境に配慮した再生可能エネルギーの導入等を推進することなどにより、

お客様からの信頼を確保していきます。 

 

 

 

人口減少が進む中でも、水道を支える人材の確保・育成等により強固な運営体制を

維持するとともに、計画的な更新・整備を進めるための財務基盤の強化を図ることで、

持続可能な運営基盤を確立します。 

 

 

 

Ⅰ 強靭 ～災害時においても給水し続ける施設の構築～ 

Ⅳ 持続 ～安定した経営を続けていくための体制づくり～ 

Ⅲ 信頼 ～お客様・社会のニーズに応え続けていく～ 

Ⅱ 安全 ～安心して使い続けられる安全な水の提供～ 
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第５章 実施計画（５か年の主要施策） 
 
この実施計画は、計画の実効性を高めるため、４つの「基本目標」の達成に向けて、

８つの「主要施策」と２１の「主な取組」を体系化したものです。 

 計画の推進にあたっては、目標を設定し、その達成に向けて必要な取組や事業を 

計画的に進めていきます。 

  

＜計画の体系＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標

Ⅳ 持続

～安定した経営を続けて
いくための体制づくり～

Ⅲ 信頼

～お客様・社会のニーズ
に応え続けていく～

Ⅱ 安全
～安心して使い続けられる

安全な水の提供～

Ⅰ 強靭

～災害時においても給水
し続ける施設の構築～

主要施策

（１）安定給水の確保

（３）危機管理体制の強化

（８）健全経営の推進

（７）安定した運営体制の確立

（６）大規模事業体の責務と社会貢献

（５）お客様のニーズに応える取組

（４）安全で安心な水の供給

（２）災害に強い施設整備の推進

主な取組

②管路の更新 ・整備 ・維持管理

①浄給水場等の更新 ・整備・ 維持管理

①浄給水場等の耐震化の推進

①水源の監視 ・保全

②管路の耐震化の推進

①緊急時に備えた体制の充実

②給水区域内11市等関係機関との連携強化

②水質管理の徹底

③再生可能エネルギーの導入などの、環境負荷の

低減に向けた取組

①県内水道の統合 ・広域連携

②おいしい水への要望に応える取組

① 「お客様の声」を活かした事業運営

①人材の確保 ・育成及び能力開発

②民間活力やデジタル技術等の活用による

業務の効率化

①費用の節減

③システムの安定運用及びセキュリティ対策の強化

③デジタル技術等の活用

③デジタル技術を活用したお客様の利便性向上

②水道施設整備の財源の確保

②県内事業体への技術支援及び国内・国際貢献

③適正な料金水準の検証
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＜計画の進行管理と評価＞ 

基本理念「『くらし』や『まちの発展』を支え続ける水道の確立」の実現、４つの基

本目標の達成に向け、本計画で掲げる事業を着実に実施していきます。 
事業の推進にあたっては、目標を設定した上で、毎年度、各事業の実施状況や設定

した目標に対する進捗状況の確認・評価を行います。評価については、局内での内部

評価と外部有識者による第三者評価を行うことで、評価の客観性・統一性などの確保

に努めます。また、これまで施設や管路の耐震化事業などの建設事業の評価項目が中

心となっていた一方、経営状況については、主に職員内部の検証に留まっていたこと

から、より効果的な進行管理を図るため経営状況に関する評価項目を追加しました。 
評価の過程で把握した課題についての改善などを行い、次年度以降の事業計画へ反

映するなど、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理を行っていきます。 

 進捗状況の評価や財務状況のチェックの実施状況や結果については、年度ごとに県

営水道のホームページで公表し、お客様への説明責任を果たしてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本章の［主な取組］で掲げる＜主な事業＞ごとに事業の進捗状況を管理する 

「事業・取組の内容」を定めるとともに、事業の進捗を通じて得られた成果を 

評価する「事業・取組の成果」を定めます。 

「事業・取組の内容」及び「事業・取組の成果」については、毎年度の数値  

目標を定め、年度終了後、内部評価及び外部評価を実施します。 

 

計画の進捗管理のイメージ 
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主要施策(１) 安定給水の確保 

[施策の趣旨] 

水道水を将来にわたって安定的に供給し続けていくことは、水道事業者の最大の使

命です。 

このため、老朽化の進む浄給水場の施設及び管路について、計画的に更新・整備を

進めるとともに、適切な維持管理を行っていきます。 

[主な取組] 

１ 浄給水場等の更新・整備・維持管理 

 浄給水場等の施設は昭和３０年以降に集中して建設されており、その多くの施設で

老朽化が進行しています。安定給水を確保し続けていくために、詳細な老朽度調査を

実施し、目標使用年数の見直しを行った上で、計画的に更新・整備を進めていきます。 

 また、浄給水場等にある土木構造物や電気・機械設備等について、これまで以上に

予算を確保し、保守・点検及び修繕による予防保全を実施して、健全性を保持するこ

とで、事故を予防するとともに長寿命化を図ってまいります。 

＜主な事業＞ 

  ①園生給水場更新事業 

千葉市の都市計画道路事業に伴い園生給水場の配水池の一部が支障となるため、

千葉市の事業に合わせて、老朽化した施設を更新することとし、配水池の撤去を

進めていきます。 

②栗山給水場再整備事業 

 老朽化した栗山給水場（旧栗山浄水場）※１を再整備するため、旧栗山浄水場の

浄水施設の撤去を進めていきます。 

③浄給水場等の施設・設備の点検 

   浄給水場等の土木構造物や電気・機械設備等を対象として、日常点検及び定期

点検並びに専門業者による精密点検及び老朽度調査等を着実に実施していくと

ともに、点検の精度や効率を向上させるための新たな技術も採用し、適切に予防

保全型の維持管理を行っていきます。 

事業・取組の内容 本計画における目標 参考（R6 実績） 

①園生給水場更新の推進 配水池の撤去完了 － 

②栗山給水場再整備の推進※ 浄水施設の撤去完了(R11) － 

③施設・設備の点検 
日常点検・定期点検・精密 
点検及び老朽度調査の実施 

日常点検・定期点検 
及び精密点検の実施 

基本目標Ⅰ 

※1 栗山給水場（旧栗山浄水場）：昭和 33 年 6 月に栗山浄水場として給水を開始し、ちば野菊の里浄水場 
第 2 期施設稼働（令和 6 年 3 月）に伴い浄水処理を停止し、栗山給水場として稼働。 

※ ②について、浄水施設の撤去は R11 までに完了し、R12 以降は更新工事を進めていく。 
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【老朽度調査及び目標使用年数について】 

水道施設の更新を適切な時期に計画的に進めていくために、老朽化の状況に即した

目標使用年数を設定する必要があります。 

県営水道では、計画の策定に先立ち、施設整備に係る事業量を見込むにあたり、  

以下の区分で詳細な老朽度調査を実施し、目標使用年数を見直しました。 

 

●老朽度調査の実施区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

●詳細な老朽度調査に基づく目標使用年数の見直し※2 

       ＜旧＞               ＜新＞ 

 

 

 

 

 

 

 
※今後も詳細な老朽度調査を定期的に実施して状態把握を行っていくとともに、より長い

期間、施設や管路を使用可能な状態に保つため、これまで以上に予算を確保し、保守点検

や修繕に力を入れていきます。 

区分

既設管の布設替えの際に実施管路施設

建設後３０年以上経過している施設について実施
浄給水場

(土木･建築･鋼構造物等)

稼働中の全ての設備について実施
浄給水場

(機械･電気･計装設備)

管路の老朽度調査 浄給水場等の老朽度調査 

目標使用年数対象施設

６０～８０年管路施設

６０～８０年
浄給水場

(土木･建築･鋼構造物等)

１５～３０年
浄給水場

(機械･電気･計装設備)

目標使用年数対象施設

６０～９０年管路施設

１００年
浄給水場

(土木･建築･鋼構造物等)

１５～３０年
浄給水場

(機械･電気･計装設備)

※1 

※1 更新工事で掘り起こしたさまざまな口径の管路が、実際にどれだけ腐食していたかを調査。 
※2 今回、老朽化の実態に即した年数とするため、詳細な老朽度調査結果に基づき、(公社)日本水道協会が 

作成した更新の指針等を基に、目標使用年数を見直すこととした。 
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２ 管路の更新・整備・維持管理 

 県営水道の管路の総延長は令和６年度末時点で約９,３００キロメートルあり、今

後は、高度経済成長期以降に整備してきた管路の老朽化が進み、次々と更新の時期を

迎えます。管路は埋設環境などによって腐食状況が異なる場合もあるため、詳細な老

朽度調査を実施し、目標使用年数の見直しを行った上で、事業量の平準化を図りなが

ら計画的に更新・整備を進めていきます。 

 また、管路事故の予防と異状箇所の早期発見を図るため、バルブ等の付属設備や水管

橋等について定期的な点検・修繕を行うとともに、地中に埋設されている管路において

も漏水調査を行うなど、これまで以上に予算を確保し、適切に維持管理していきます。 

＜主な事業＞ 

  ①小中口径管路※１更新工事 

   口径５００ミリメートル未満の小中口径管を対象に、目標使用年数を超過しな

いことを基本に、老朽化した管路の更新ペースを引き上げて実施します。 

（Ｒ３～Ｒ７：８０km/年 → Ｒ８～Ｒ１２：８３km/年） 

  ②大口径管路※２更新工事 

   口径５００ミリメートル以上の大口径管を対象に、目標使用年数を超過しないこ

とを基本に、老朽化した管路の更新ペースを引き上げて実施します。 

（Ｒ３～Ｒ７：２１.６km/５年 → Ｒ８～Ｒ１２：２７.２km/５年） 

  ③第二木下～柏井導水管整備事業 

   木下取水場から柏井浄水場までを結ぶ導水管の老朽化が進行していることか

ら、新たに第二木下～柏井導水管を整備していきます。 

  ④配水管路の漏水調査 

   地中に埋設されている管路の漏水の発生状況を早期に把握し、二次災害を未然

に防止するため、管路の漏水調査を実施します。 

  ⑤水管橋の点検 

   適切な維持管理により事故を未然に防止するため、水管橋の目視点検により、

損傷の有無や腐食状況等を確認します。 

事業・取組の内容 本計画における目標 参考（R6 実績） 

①小中口径管の更新延長 83km/年 78.6km/年 

②大口径管の更新延長※ 27.2km/5 年 1.6km/年 

③第二木下～柏井導水管 
整備の実施※ 

第 1 期事業（全 5 区間のうち残り
1 区間）の設計の完了（～R10） 
第 1 期事業の工事の着手(R11 以降) 

設計の実施 

④配水管路の小中口径管路の 
漏水調査の実施※ 

5 年で 1 巡 
(約 6,600km/5 年を調査) 

1,355.4 km 

⑤送・配水管路の水管橋 
点検の実施 

573 橋/年 573 橋/年 

※1 小中口径管路：管径 500 ミリメートル未満の配水管（令和 6 年度末時点で約 8,700km）。 
※2 大口径管路：送水管、管径 500 ミリメートル以上の配水管（令和 6 年度末時点で約 600km）。 

※ ②について、目標(R12)は R8～R12 の 5 年間の延長。 
※ ③について、第 1 期事業と第 2 期事業に分けて進める計画。 
※ ④について、大口径管路についてはパトロールによる目視確認、年１回付属施設の点検を実施。
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３ デジタル技術等の活用 

 近年、水道の分野においても、水道施設の異常の早期発見や業務の効率化などを目

的にデジタル技術の活用が図られています。 

県営水道においては、これまでもデジタル技術の活用を進めてきたところですが、 

今後、水道施設の老朽化が進んでいく一方で、限られた財源と人員で効率的・効果的

に維持管理を行っていく必要があることから、ＩＣＴによる水道施設の遠隔モニタリ

ングや人工衛星を活用した漏水調査手法などの先進事例の調査研究を行い、導入効果

が見込まれるデジタル技術について活用を図っていきます。 

 

＜主な事業＞ 

  ①ＩＣＴを活用したポンプ設備の遠隔モニタリング試験 

   無人の給水場のポンプ設備にセンサーを取り付け、ＩＣＴによる遠隔モニタリ

ングを行い、無人施設における巡視点検回数の縮減や不具合の早期発見など、効

率的な維持管理の可能性について検証していきます。 

  ②ウェアラブルカメラ※１を活用した施設点検等 

   浄給水場、水道事務所等で行う施設点検や事故対応の現地の状況をリアルタイ

ムで遠隔の庁舎等に伝達し、指示を受けながら的確な措置を講じる等、現場作業

の共有・記録に活用していきます。 

  ③人工衛星を活用した漏水調査 

   地中に埋設されている管路の漏水の発生状況を早期かつ効率的に把握するた

め、人工衛星を活用した調査手法を試行的に実施するとともに、その効果を検証

していきます。 

  ④ドローンを活用した水管橋の点検調査 

   近接目視による点検が構造上困難な水管橋について、ドローン（無人航空機）

を活用した点検を実施していきます。 

大口径管路の工事状況（シールドマシンの設置（左）・管の布設（右）） 

※1 ウェアラブルカメラ：ヘルメットや作業服等に装着し、撮影できる小型のデジタルカメラ。 
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事業・取組の内容 本計画における目標 参考（R6 実績） 

①ポンプ設備の遠隔モニタ 
リングの試行導入 

本格導入に向けた効果の検証
(～R12) 

－ 

②ウェアラブルカメラを 
活用した施設点検等の実施 

点検や緊急時 
での使用 

－ 

③人工衛星を活用した漏水 
調査の試験導入 

1,770km の試験導入 
と効果の検証(～R9) 

－ 

④ドローンを活用した 
水管橋の点検 

26 橋/年 － 

ウェアラブルカメラを活用した施設点検 
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■主要施策(１) 事業・取組の成果 

 

事業・取組の成果 

 浄水場の事故割合 
 
 
 

＜解説＞ 

浄水場において、施設、設備機器等の故障により機能停止事故が発生した割合を

示すものです。（水源の水質事故に由来するものを除く）数値が低いほど、浄水場が

安定的に稼働していることになります。 
目標（毎年度） ０回／４浄水場 
現状（令和６年度） ０回／４浄水場 

 

事業・取組の成果 

管路の事故割合 
 
 
 

＜解説＞ 

管路の破裂、破損、漏水等の事故が発生した割合を示すものです。数値が低い  

ほど、管路が正常に機能していることになります。 
目標（毎年度） 管路１００ｋｍあたり１．０件以下 
現状（令和６年度） 管路１００ｋｍあたり０．９件 

 

  

➢ 主要施策(１)の 
１「浄給水場等の更新・整備・維持管理」①～③ 
３「デジタル技術等の活用」①② 
に掲げる事業の成果にあたります。 

➢ 主要施策(１)の 
２「管路の更新・整備・維持管理」①～⑤ 
３「デジタル技術等の活用」②～④ 
に掲げる事業の成果にあたります。 



 

 
40 

第
５
章 

実
施
計
画
□
５
か
年
の
主
要
施
策
□ 

 

 

 

【小中口径（口径５００㎜未満）】 

毎年度の更新ペースを設定し、目標使用年数を迎える管路の一部を前倒しで更新すること

で、事業量を平準化しながら実施していきます。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

【大口径（口径５００㎜以上）】 

大口径管については、小中口径管に比べ、ルートの選定や工法の検討などの工事着手前の

業務があるほか、断水が生じないようバックアップ用の路線を設けることや、１路線の管路

延長が長いため、接続・分岐する複数の路線との工事時期の調整が必要になることなどから、

順次更新を進めていきます。 

 

 
 

 

 

最重要施設管路・湾岸埋立地域の管路
→黄色の棒グラフ

それ以外 →青色の棒グラフ

コラム 

＜現状のままの状態＞
目標使用年数 ： ６０年～８０年

＜新たな目標使用年数と更新ペースの場合＞
目標使用年数 ： ６０年～９０年

0

50

100

150

200

250

300

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22

平準化しきれず、目標使用年数
を超過する管路が出てしまう

８０km/年

平準化

0

50

100

150

200

250

300

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22

８３km/年

平準化

８５km/年

※令和5年度末管路データ使用

(㎞) (㎞)
目標使用年数を迎える管路の延長が更新ペースを下回る年度において、それ以降に目標使用年数を迎える管路の一部を前倒しで更新することで、平準化を図る

発注規模の大型化や概算数量設計の取組を進め、効率
的な事業進捗を図ることにより、目標使用年数内に更
新が完了するよう計画的に実施していく

大口径の工事は令和3年度に本格化したばかりであり、今後、
更新ペースを引き上げていくため、新たな発注方式である
デザインビルド(設計と工事の一括発注方式)などの検討を
行い、将来的には工期短縮やコスト縮減を図っていきたい

60km 61km 71km
113km

92km 115km

167km

250km

0km

50km

100km

150km

200km

250km

300km

350km

400km

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22

(53%) (63%)
(100%)

(54%)

(19%)

(35%)

(52%)

(24%)

＜大口径管の更新・耐震化に係る工程のイメージ＞
※設計時の工法等の検討結果によって、工事期間は変動する

＜大口径管の更新・耐震化工事の進捗（見込み）＞

R8～R12の5年間は工事延長27㎞であるものの、R13～R17の工事延長61km
にかかわる基本計画等の業務に多数着手している

【大口径管の更新・耐震化の目標】
計画更新延長 Ｒ８～Ｒ１２：２７ｋｍ/５年間、 Ｒ１３～Ｒ１７：６１ｋｍ/５年間
計画着工延長 Ｒ８～Ｒ１２：３８ｋｍ/５年間、 Ｒ１３～Ｒ１７：５５ｋｍ/５年間

※進捗率＝更新・耐震化工事完成延長（累計）÷路線延長(下記の①または②)
① 湾岸埋立地域を通る路線延長：113ｋｍ
② それ以外の路線延長 ：477ｋｍ

湾岸埋立地域を通る路線の延長

それ以外の路線の延長

上段数値：更新・耐震化工事完成延長（累計）

下段数値：進捗率

A路線

B路線

C路線

E路線

D路線

F路線

G路線

R8 R13 R18 R22

計画・設計

工事

※ 上記図は、千葉県水道事業運営審議会答申（R7.10.16）参考資料集より抜粋 

※ 上記図は、千葉県水道事業運営審議会答申（R7.10.16）参考資料集より抜粋 

口径による管路の更新・耐震化の進め方の違いについて 
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主要施策(２) 災害に強い施設整備の推進  

 

[施策の趣旨] 

近年、全国各地で大規模地震による水道施設への被害が発生している中、県営水道

においても、近い将来に発生が懸念される首都直下地震等の大規模地震に備えて耐震

化を進めているところです。 

施設・管路の耐震化を行い、災害時においても水道水を継続的に供給できる、災害

に強い水道施設を構築していきます。 

 

[主な取組] 

１ 浄給水場等の耐震化の推進 

 更新時に併せて耐震化することを基本としていますが、浄給水場等は、被災すると

極めて大きな影響を及ぼす「急所施設」であることから、災害時の水道使用者への  

影響を考慮し、処理能力の大きい浄水場等は目標使用年数にとらわれずに優先して、

耐震化を進めていきます。 

  

＜主な事業＞ 

  ①柏井浄水場西側施設（洗浄水槽）の耐震化 

県営水道で最大の浄水処理能力を有する柏井浄水場西側施設は、急速ろ過池の

洗浄に用いる「洗浄水槽」のみ耐震性能が低い状態であることから、耐震化に  

係る設計・工事を実施します。 

②浄給水場等の配水池の耐震化 

大規模な地震が発生した場合においても継続して給水するため、耐震性能が低

い配水池の耐震化に係る設計を実施します。 

 

  

事業・取組の内容 本計画における目標 参考（R6 実績） 

①柏井浄水場西側施設洗浄水槽 
の耐震化工事の実施 

耐震化工事の完了(R11) － 

②浄給水場等の配水池の 
耐震化の実施 

基本設計業務委託の発注
（6 箇所） 

－ 

柏井浄水場西側施設洗浄水槽 
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２ 管路の耐震化の推進 

 更新時に併せて耐震化することを基本としていますが、被災した時に影響の大きい

地域や人命にかかわる施設への管路などについては、優先して耐震化を進めていく必

要があることから、湾岸埋立地域に埋設された管路や災害拠点病院等の最重要給水施

設につながる管路については目標使用年数にとらわれずに、引き続き優先して耐震化

を進めていきます。 

 

＜主な事業＞ 

  ①湾岸埋立地域に埋設された管路の耐震化 

   地震に伴う液状化により、耐震化されていない管の抜け出し等によって長期的

な断水被害が想定され、日常生活や経済活動に及ぼす影響が大きい湾岸埋立地域

に埋設された管路について引き続き耐震化を進め、令和２２年度までの完了を 

目指します。 

  ②最重要給水施設に供給する管路の耐震化 

   災害時において、人命にかかわる救命医療や患者受入れを行う「災害拠点病院」

及び「災害医療協力病院」並びに災害対応の復旧活動等の中心的役割を果たす「防

災拠点」の最重要給水施設につながる管路について引き続き耐震化を進め、令和

１２年度までの完了を目指します。 

   

上記の事業は、以下の事業延長の一部として実施します。 

  ③小中口径管路更新工事【再掲】 

   口径５００ミリメートル未満の小中口径管を対象に実施します。 

  ④大口径管路更新工事【再掲】 

   口径５００ミリメートル以上の大口径管を対象に実施します。 

 

 ※ ②、④について、目標(R12)は R8～R12 の 5 年間の延長。 

 

  

事業・取組の内容 本計画における目標 参考（R6 実績） 

①湾岸埋立地域の管路更新延長 18km/年 30.3km/年 

②最重要給水施設管路の更新延長※ 12.5km/5 年 5.5km/年 

③小中口径管の更新延長【再掲】 83km/年 78.6km/年 

④大口径管の更新延長【再掲】※ 27.2km/5 年 1.6km/年 
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■主要施策(２) 事業・取組の成果 
 

事業・取組の成果 

 浄水施設の耐震化率※１ 
 
 

＜解説＞ 

浄水施設全体のうち、耐震化工事を実施済みの施設の割合を示すものであり、 

地震災害に対する水道システムの安全性を示すものです。 
目標（令和１２年度） ７８．２％ 
現状（令和６年度） ４１．９％ 

 

事業・取組の成果 

 湾岸埋立地域における管路の耐震化率※１ 
 
 

＜解説＞ 

給水区域のうち、湾岸埋立地域に布設されている管路の耐震化率の進捗状況を表

しており、地震災害に対する水道システムの安全性を示すものです。 
目標（令和１２年度） ８３．０％ 
現状（令和６年度） ６６．０％ 

 

事業・取組の成果 

 最重要給水施設管路（小中口径）の耐震化率※１ 
 
 

＜解説＞ 

重要給水施設管路のうち、「災害拠点病院」及び「災害医療協力病院」、「防災

拠点」に供給する小中口径耐震化率の進捗状況を表しており、地震災害に対する水

道システムの安全性を示すものです。 
目標（令和１２年度） １００％ 
現状（令和６年度） ６３．３％ 

 

事業・取組の成果 

 管路の耐震化率※１ 
 
 

＜解説＞ 

給水区域全域に布設されている管路の耐震化率の進捗状況を表しており、地震災

害に対する水道システムの安全性を示すものです。 
目標（令和１２年度） ３４．０％ 
現状（令和６年度） ２８．８％ 

➢ 主要施策(２)の 
１「浄給水場等の耐震化の推進」① 
に掲げる事業の成果にあたります。 

➢ 主要施策(２)の 
２「管路の耐震化の推進」② 
に掲げる事業の成果にあたります。 

➢ 主要施策(２)の 
２「管路の耐震化の推進」① 
に掲げる事業の成果にあたります。 

➢ 主要施策(２)の 
２「管路の耐震化の推進」③④ 
に掲げる事業の成果にあたります。 

※1 地震発生時における、水道施設の断水、漏水、破損等による二次被害を軽減し、安全性を向上させる効果
があることから、耐震化率を引き上げることを目標としている。 
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施設や管路の更新・耐震化の推進にあたっては、国や県営水道の以下の計画等との

整合性を図りながら進めていくとともに積極的に国庫補助金等を確保し、施設整備の

促進を図る必要があります。 

（国土強靭化実施中期計画） 

国では、激甚化・頻発化する気象災害や、大規模地震から、国民の生命・財産・暮

らしを守り、国家・社会の重要な機能を維持するため、防災・減災、国土強靱化の取

組を切れ目なく推進する必要があるとしています。 
このことから、改正国土強靱化基本法に基づき、国土強靱化基本計画に基づく施策

の実施に関する中期的な計画として「国土強靭化実施中期計画」を定めました。 
※ 令和７年６月策定。令和８年度から１２年度までの５年間を計画期間とし、  

２０兆円強程度の事業規模（うちライフラインは概ね１０．６兆円）を目途と  

しています。 
 

（上下水道耐震化計画） 

令和６年１月の能登半島地震の経験を踏まえ、国土交通省より、全ての水道事業者

等及び下水道管理者に対し、浄水場や下水処理場等の急所施設や避難所等の重要施設

に接続する上下水道管路について、上下水道一体で耐震化を推進するための計画の 

策定依頼があったことから、県営水道では「上下水道耐震化計画」を策定したところ

です。 
 

（鋳鉄管更新計画） 

令和７年４月に京都市で発生した、布設から６０年を経過した鋳鉄管の漏水事故と、

これによる浸水被害を契機に、国土交通省より、水道事業者等に対し、抜本的な鋳鉄

管の解消に向けて、緊急輸送道路下に埋設されている鋳鉄管、導水管・送水管・配水

本管である鋳鉄管を更新するための計画の策定依頼があったことから、県営水道では

「鋳鉄管更新計画」を策定したところです。 

＜補足＞県営水道における鋳鉄管の変遷等 

県営水道では、昭和４０年頃までに布設された管路には、管体強度が弱く、  

耐震性が低い「高級鋳鉄管」と呼ばれる鋳鉄管が使用されており、順次、更新を

進めているところです。なお、現在、県営水道で主に使用されている「ダクタイ

ル鋳鉄管」は、より管体強度が高く、耐震性に優れており、今般の国の更新計画

の策定依頼でも対象外とされています。 

コラム 施設整備に係る国の動き等との整合性について 
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主要施策(３) 危機管理体制の強化 

 

[施策の趣旨] 

大規模地震や激甚化・頻発化する風水害など、近年、安定給水の脅威となる様々な

災害が全国的に発生しています。 

災害等の緊急時においても、迅速な対応がとれるよう、実践的な訓練に取り組むと

ともに、給水区域内１１市や関係機関との連携を強化することで、強固な危機管理体

制を構築していきます。 

 

[主な取組] 

１ 緊急時に備えた体制の充実 

 災害等の緊急時に備え、日頃から様々な状況を想定した訓練を実施して、各職員の

対応能力の向上を図り、危機管理体制を強化していきます。 

また、災害時の応急給水活動や応急復旧活動等に係る応援協定の実効性を高めるた

め、協定を締結している県外水道事業体や千葉県水道管工事協同組合等と訓練を通じ

て連携し、危機管理体制の充実を図っていきます。 

 

＜主な事業＞ 

  ①非常時対応訓練の実施 

給水区域内で大規模な地震が発生したことを想定した震災対策総合訓練や、 

各所属で応急給水や停電対応などのテーマを決めて実施するテーマ型訓練、災害

時支援協力員制度※1 に登録している支援協力員との応急給水訓練を実施します。 

 

 

  

事業・取組の内容 本計画における目標 参考（R6 実績） 

① 

震災対策総合訓練の実施   2 回/年 2 回/年 

テーマ型訓練の実施 116 回/年 126 回/年 

支援協力員との応急給水 
訓練の実施 

  1 回/年 1 回/年 

※1 災害時支援協力員制度：応急給水等の支援活動に経験と知識を有する企業局職員 OB をボランティア 
として登録する制度。 
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２ 給水区域内１１市等関係機関との連携強化 

 災害等の緊急時において、応急給水活動をより迅速かつ的確に行えるよう、給水区

域内各市との会議や合同訓練を通じて、意見交換や相互の役割分担等について確認を

行い、引き続き応急給水体制の連携強化を図ります。 

 

＜主な事業＞ 

  ①応急給水等連絡調整会議の定期的な開催 

   「給水区域内各市における応急給水等連絡調整会議」を開催し、各市と意見交

換を行うとともに、令和元年房総半島台風等の教訓を踏まえた対応策に基づく役

割分担等を確認し、各市との連携強化を図ります。 

  ②給水区域内１１市との合同訓練の実施 

   「給水区域内各市における応急給水等連絡調整会議」での意見交換を踏まえ、

迅速な情報共有や応急給水の適切な役割分担等に関する訓練を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業・取組の内容 本計画における目標 参考（R6 実績） 

①応急給水等連絡調整会議の実施 1 回/年 1 回/年 

②給水区域内１１市との合同訓練
の実施 

1 回/年 1 回/年 

非常時対応訓練 

 

給水区域内１１市との合同訓練の実施 
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■主要施策(３) 事業・取組の成果 

 

事業・取組の成果 

 緊急時における給水体制 
 
 
 

＜解説＞ 

 いかなる事故・災害発生時にも４週間以内で、通常の市民生活・社会生活に戻れ

るよう、常時、電源・水質対策から応急給水・応急復旧までを含めた水道システム

全般の総合的な体制づくりを確立するものです。 
    
目標（毎年度） 減・断水期間を４週間以内※に抑える（緊急時） 
現状（令和６年度） 該当なし 
※企業局水道事業震災対策基本計画では、最大 4 週間以内に平常給水を行うこと

を目標としています。 

 

 

 

  

➢ 主要施策(３)の 
１「緊急時に備えた体制の充実」① 
２「給水区域内 11 市等関係機関との連携強化」①② 
に掲げる事業の成果にあたります。 
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主要施策(４) 安全で安心な水の供給 

[施策の趣旨] 

安全な水道水をつくるためには、水源である河川や湖沼などの水質状況に応じた 

適切な浄水処理を行う必要があります。 

近年では、気候変動に伴う原水水質の変化や、国内外で規制が進められているＰＦＯ

Ｓ及びＰＦＯＡ等の有機フッ素化合物に対する不安の声もあることから、今後も安全

で安心な水をお客様にお届けするため、水源の監視・保全の実施や浄水場から蛇口ま

での水質管理をより一層強化してまいります。 

[主な取組] 

１ 水源の監視・保全 

 浄水場で適切な浄水処理を行うため、定期的に利根川や印旛沼などの水源の水質調

査を実施します。加えて、水源への油の流出などの水質事故や上流湖沼からのかび臭

物質の流下、気候変動に伴う大雨や少雨による水質の変化など異常時にも迅速に対応

するため、必要に応じて臨時のパトロールを実施するとともに、関係機関と情報共有

を行うなど、連携した監視体制を確保していきます。 

また、水源水質を保全するため、印旛沼水質保全協議会をはじめとする各協議会等

へ参加し、県庁内関係課、関係機関と連携して水質改善に向けた取組を推進していき

ます。 

 

＜主な事業＞ 

  ①水源の水質調査の実施 

取水している河川や湖沼の上流の水源の水質について、定期的に調査をします。 

また、かび臭物質濃度の上昇などで、水源水質が悪化した際には、臨時の調査

も実施します。 

 

 ※ ①について、目標（R12）の回数は 32 地点×12 回/年＋2 地点×3 回/年＝390 回/年。 

  

事業・取組の内容 本計画における目標 参考（R6 実績） 

①水源水質調査回数※ 390 回/年 390 回/年 

基本目標Ⅱ 
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２ 水質管理の徹底 

安全な水道水を供給するため、浄水技術等の知見を集積するとともに、水安全計画

の運用によるリスクマネジメントや水質検査計画に基づいて適切に水質検査を実施

しつつ、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ等の有機フッ素化合物の検査方法に係る調査・検討を

進めるなど、水質管理を徹底していきます。 

また、送・配水管の管内洗浄や集合住宅・ホテル・学校・病院等に見られる貯水槽

水道の適正管理の促進により、浄水場でつくった安全な水をお客様にお届けするため、

水道水の水質維持にも取り組んでまいります。 

 

＜主な事業＞ 

  ①水安全計画の運用 

水安全計画では、水源から蛇口までのあらゆる過程において、水道水質に影響

を及ぼす要因を分析し、あらかじめ対応方法を定め、水質管理を行っていきます。

また、国の水質基準の改正や対応事例などを踏まえ、必要に応じて計画を見直し

ていきます。 

②水質検査計画の運用 

   水質検査計画では、水源の水質状況や国の水質基準の改正などを踏まえ、水質

検査の項目・場所・頻度などをあらかじめ定め、水質管理を行っていきます。 

③水道ＧＬＰ※1 の運用 

   水道水質検査結果の精度と信頼性を確保するため取得した水道ＧＬＰの運用

状況の評価を内部で毎年度実施するとともに、認定の更新（４年ごと）を行い  

ます。 

④水質検査機器の更新 

水質検査の精度を確保するため、水質検査機器のメンテナンスを行うとともに、

計画的に更新や整備を行っていきます。 

  ⑤送・配水管の計画的な洗浄 

長い距離を通って送られる管内の水道水の水質を適正に維持し、赤濁水等の発

生を防ぐため、計画的に管内洗浄を実施していきます。 

  ⑥貯水槽水道の適正管理及び直結給水※2 の促進 

   貯水槽内の水質が劣化しないように適正な管理が重要であるため、貯水槽水道

地域巡回サービスの実施により、管理状況の点検や貯水槽設置者への指導・助言

を行うとともに、貯水槽施設の規模や使用状況に応じて直結給水化を促進し、安

全で安心な水の普及拡大に努めていきます。 

 

  

※1 水道 GLP（水道水質検査優良試験所規範の略称）：公益社団法人日本水道協会が制定した水質検査に 
おける品質管理と技術力を保証する規格。水道事業体の水質検査機関の品質管理システムが水道 GLP 
に適合し、対象の水質検査項目に係る測定体制が整備され、各検査項目の定量下限値及び測定精度が 
確保されるとともに、当該水質検査機関が受けた技能試験の結果が良好である場合に認定される。 

※2 直結給水：配水管からお客様の蛇口まで、受水槽等を経由せずに直接給水すること。 
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※ ④について、目標(R12)は R8～R12 の 5 年間の更新機器数。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

事業・取組の内容 本計画における目標 参考（R6 実績） 

① 水安全計画の見直し 1 回/年 1 回/年 

② 水質検査計画の見直し 1 回/年 1 回/年 

③ 

水道ＧＬＰの運用状況の 
評価 

1 回/年 1 回/年 

水道ＧＬＰの認定更新 4 年に 1 回の更新 認定の更新 

④ 水質検査機器の更新機器数※ 124 機器/5 年 33 機器/年 

⑤ 送・配水管の計画洗浄延長 1,200km/年 1,259km/年 

⑥ 
貯水槽水道の適正管理啓発 
実施率 

5 年間で 100% 4 年間で 84% 

水道ＧＬＰ認定証 

●直結給水方式       ●貯水槽式給水方式 

給水方式の概要 

水道管の洗浄作業 
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■主要施策(４) 事業・取組の成果 

 

事業・取組の成果 

水道水における水質基準超過件数 
 
 
 

＜解説＞ 

 水質基準５２項目（令和８年４月現在）について、水道水が基準濃度等を超過した

件数を表しており、水道水の安全性を評価するものです。 
目標（毎年度） 0 件 
現状（令和６年度） 0 件 

 

➢ 主要施策(４)の 
１「水源の監視・保全」① 
２「水質管理の徹底」①～⑤ 
に掲げる事業の成果にあたります。 
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主要施策(５) お客様のニーズに応える取組 

[施策の趣旨] 

水道事業は、お客様からの水道料金によって支えられているため、事業運営に対す

る理解をいただくとともに、多様化するニーズにもお応えして、お客様からの信頼を

得ていく必要があります。 

お客様に理解を深めていただくため、わかりやすい情報発信に努めるとともに、広

聴活動により把握した「お客様の声」を事業運営の改善に反映させていきます。 

また、お客様からの安全でおいしい水への要望にお応えするとともに、デジタル技

術を活用したオンライン手続きの利用促進による、利便性向上にも努めていきます。 

[主な取組] 

１ 「お客様の声」を活かした事業運営 

水道事業に対する理解を深めていただくためには、事業に関する情報をわかりやす

くお伝えするとともに、お客様が必要とする情報を的確に発信することが重要です。

そのため、これまでのホームページ、新聞、テレビ、ラジオ、ＳＮＳの広報媒体に加

え、令和８年１月から運用を開始したお客様専用ページ（マイポータル）に掲載する

県営水道のお知らせ欄を活用することで、お客様が使用水量や料金等をＷＥＢ上で確

認する際に、県営水道からのお伝えしたい内容を知っていただくなど、新たな広報媒

体を効果的に組み合わせて、引き続き内容の充実や積極的な広報に努めていきます。 

 また、お客様のニーズを積極的に把握するため、アンケート調査を実施してご意見

を伺うとともに、広聴相談窓口を通じて寄せられる様々な「お客様の声」を事業の  

運営・改善に役立てていきます。 

 

＜主な事業＞ 

①県営水道ホームページの内容充実 

   ホームページを適切に管理するとともに、お客様が必要とする情報を速やかに

公開するため、定期的な掲載情報の更新と、必要に応じてページのレイアウト等

の見直しを行います。 

  ②浄水場見学会 

   県営水道利用者や小学校を対象に、浄水場にある施設の見学や水道水を作る過

程を説明した実験などを通じて、水道水に対する理解を深めていただく取組を実

施します。 

 

基本目標Ⅲ 
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  ③アンケート調査の実施 

   県営水道利用者を対象としたインターネットモニターアンケート調査を実施

し、水道事業の取組に対するお客様の御意見を収集・分析していきます。 

④「お客様の声」の集計・分析及び各所属へのフィードバック 

   広聴相談窓口を通じて寄せられる様々な「お客様の声」を迅速かつ的確に集計・

分析し、関係部門にフィードバックすることで事業の運営・改善へ役立ていき 

ます。 

※ ①について、時点修正等の軽微な更新や事故等のお知らせは情報発信回数から除く。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

事業・取組の内容 本計画における目標 参考（R6 実績） 

①県営水道ホームページの 
情報発信回数※ 

80 回/年 75 回/年 

②浄水場見学会の実施回数 3 回/年 3 回/年 

③モニターを対象とした 
アンケートの延べ回答数 

2,088 件/年 2,108 件/年 

④「お客様の声」を踏まえた
業務の改善回数 

5 回/年 5 回/年 

浄水場見学 

県営水道ホームページ 
（インターネットモニターアンケート調査結果） 
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２ おいしい水への要望に応える取組 

 水道水は、病原菌などに汚染されず、衛生的かつ安全性を保つため、必ず塩素消毒

し、蛇口における残留塩素濃度を０．１ｍｇ/Ｌ以上とすることが水道法令で定めら

れています。その一方で、残留塩素濃度が高いと、水道水のおいしさを損なうとも言

われています。 

そこで、安全性を確保した上で、お客様によりおいしく水道水を飲んでいただける

よう、残留塩素の低減化を推進していきます。 

あわせて、水道水の安全性とおいしさについて広く知っていただくため、オフィシ

ャルサイトでの情報発信や水道出前講座の開催、イベント等における水道水を飲む機

会の提供に加え、ご自宅から参加できる水質検査体験やおいしい水検定の実施など、

積極的にＰＲしていきます。 

 

＜主な事業＞ 

  ①残留塩素低減化試験※1 の実施、気候変動に伴う水質変化への対応 

   お客様が塩素のにおいを感じずにおいしく水道水を飲めるよう、残留塩素低減

化試験を実施することで、残留塩素の低減化を推進します。また、温暖化等の気

候変動に対して適切な塩素管理ができるよう、水温上昇と塩素消費の関係につ

いてデータを蓄積・分析していきます。 

②オフィシャルサイト等による情報発信、水道出前講座の開催、水道水を飲む  

機会の提供 

安全でおいしい水づくりの取組状況などをおいしい水づくりオフィシャルサイ

トにより情報発信していきます。 

   また、水道水の安全性やおいしさを知っていただくため、小学校等に出向いて

水道水ができるまでの過程を実験や紙芝居等で紹介する「水道出前講座」を開催

します。 

さらに、浄水場見学会などのイベントにあわせて水道水とボトル水を飲み比べ

る「利き水」の実施や水道水を携帯できるオリジナルマイボトルの配付により、

水道水を飲む機会を提供します。 

  ③水質検査体験の実施、おいしい水検定の実施 

お客様に簡易水質検査キットを送付し、お客様ご自身でご自宅の水道水の水質

検査を行っていただく「水質検査体験」を実施します。 

また、インターネットを通じて、お客様に安全でおいしい水道水に関する問題

に解答いただく「おいしい水検定」を実施します。 

   

 

 

※1 残留塩素低減化試験：浄給水場での塩素注入量を一定期間低減し、配水区域末端で残留塩素濃度を連続的 
に測定することで、水道水の安全性が確保されていることを確認する試験。 
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事業・取組の内容 本計画における目標 参考（R6 実績） 

①「塩素のにおいを感じない」 
または「ほとんど感じない」 
と回答した人の割合 

80%以上 80.6% 

② オフィシャルサイトの更新 

水道出前講座の開催 

利き水の実施 

PR 活動の実施 PR 活動の実施 

③水質検査体験実施回数 
おいしい水検定実施回数 

各 1 回／年 各 1 回／年 

簡易検査キットに 

よる水質検査体験 

水道出前講座 
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３ デジタル技術を活用したお客様の利便性向上 

県営水道では、これまでもキャッシュレス決済の導入等、料金の支払い方法の多様

化を図るなど、お客様の利便性向上に係る様々な取組を進めてきたところです。 

令和８年１月には、デジタル技術を活用した新受付システムの運用を開始したとこ

ろであり、これにより、従来は紙で発行していた検針票や納入通知書等の各種通知の

オンライン発行や、使用開始の申込をはじめとする各種手続のオンライン申請を可能

とするお客様専用ページ（マイポータル）と、お客様からの問合せに対して自動で応

答するチャットボット機能等が利用できるようになりました。 

 今後は、これらの機能を実際に利用していただき、お客様に利便性を実感していた

だけるよう、マイポータル等の利用促進を図るとともに、お客様のニーズに応じた機

能改善等にも取り組んでまいります。 

 

＜主な事業＞ 

  ①新受付システムの導入に伴うオンライン化の推進 

   令和７年度に導入した新受付システム※1 について、安定的な運用を維持してい

くとともに、お客様からの要望等に応じた機能改善や、マイポータル等の利用促

進を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業・取組の内容 本計画における目標 参考（R6 実績） 

①新受付システムの導入に伴う 
オンライン化の推進状況 

新受付システムの機能改善 
及び利用促進 

(マイポータル登録率の向上) 
－ 

チャットボット（イメージ） 

 

※1 新受付システム：スマートフォン等でいつでも手軽に水道料金の確認等ができる「マイポータル」や、 
お客様からの問合せに 24 時間対応する「チャットボット」などのシステムの総称のこと。 

マイポータル（イメージ） 
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■主要施策(５) 事業・取組の成果 

 

事業・取組の成果 

お客様サービス満足度 
 
 
 

＜解説＞ 

インターネットモニターアンケート調査において、水道水全般、料金設定及び職

員対応について満足している人の割合を示すものです。 
目標（毎年度） ９０％以上 
現状（令和６年度） ９４．４％ 

 

事業・取組の成果 

ホームページ満足度 
 

 
＜解説＞ 

インターネットモニターアンケート調査において、県営水道のホームページの内

容について満足している人の割合を示すものです。 
目標（毎年度） ７０％以上 
現状（令和６年度） ６６．７％ 

 

事業・取組の成果 

水道水の飲み水としての満足度 
 

 
＜解説＞ 

 インターネットモニターアンケート調査において、水道水について飲み水として

満足している人の割合を示すものです。数値が高いほど、おいしい水づくりの成果

が表れていることになります。 
目標（毎年度） ８５％以上 
現状（令和６年度） ８６％ 

 

➢ 主要施策(５)の 
１「「お客様の声」を活かした事業運営」① 
に掲げる事業の成果にあたります。 

➢ 主要施策(５)の 
２「おいしい水への要望に応える取組」①～③ 
に掲げる事業の成果にあたります。 

➢ 主要施策(５)の 
１「「お客様の声」を活かした事業運営」①～④ 
２「おいしい水への要望に応える取組」①～③ 
３「デジタル技術を活用したお客様の利便性向上」① 
に掲げる事業の成果にあたります。 
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主要施策(６) 大規模事業体の責務と社会貢献 

 

[施策の趣旨] 

県営水道では、地域の中核水道事業体としての役割を果たすために、県内水道の統

合・広域連携に係る検討などに取り組むとともに、これまで蓄積してきた技術・知識

を基に、引き続き、県内水道事業体や開発途上国への技術支援を行っていきます 

また、地球温暖化対策や循環型社会の構築など、環境に配慮した取組を社会全体で

進めていく必要があることから、再生可能エネルギーの導入や再資源化等の取組を推

進していきます。 

これらの取組を通して、大規模事業体としての責務を全うするとともに、社会貢献

を進めていきます。 

 
[主な取組] 

１ 県内水道の統合・広域連携 

 県のこれまでの取組により、九十九里・南房総地域の水道用水供給事業体と県営水

道との統合やかずさ地域や南房総地域の末端給水事業体の統合が実現し、県内の水道

事業体は、令和８年４月１日には、３２事業体へ再編されました。 

県営水道としては、県企業局が経営することとなった新たな水道用水供給事業が円

滑に事業運営できるよう、人事交流や技術的なノウハウの共有などの連携※1 を図って

まいります。 

 また、県内にはまだまだ経営基盤の脆弱な水道事業体も多いことから、県では、引

き続き統合・広域連携を促進していく方針であり、統合に係る国の財政支援も拡充さ

れる方針が示されています。 

県営水道としては、これらの取組に積極的に参画し、国の統合・広域連携に向けた

動きなども踏まえながら、本県の水道の安定供給体制の構築に寄与してまいります。 

  

※1 用水供給部は発足して間もないことから、技術的知見を有する水道部と人事交流や技術的なノウハウの 
共有などを活発化させる。 
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県内水道事業体の状況（令和８年４月１日現在） 
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２ 県内事業体への技術支援及び国内・国際貢献 

 県営水道の職員向けに実施している水道技術研修を、県内の水道事業体にも開放し、

これまで県営水道が培ってきたノウハウを共有することで、技術力向上を支援してい

きます。 

あわせて、県営水道における先進的な取組事例等を積極的に情報発信するとともに、

国際協力機構（ＪＩＣＡ）からの要請に応じて開発途上国への技術支援を行い、国内・

国際貢献を行っていきます。 

 

＜主な事業＞ 

  ①水道技術研修の開放による県内事業体への技術支援 

   県営水道で主催している水道技術研修の一部講座を県内の水道事業体及び用

水供給事業体に開放することで、技術力向上を支援していきます。 

  ②先進的な取組事例等の情報発信 

   （公社）日本水道協会が主催する全国会議（水道研究発表会）等を通じて、県

営水道における先進的な取組事例等を情報発信していきます。 

  ③開発途上国への技術支援 

   ＪＩＣＡの要請による開発途上国への職員派遣や、ＪＩＣＡ主催の研修に協力

し、海外水道事業体の研修生を招いて講義・実習を行うなどの技術支援を実施し

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業・取組の内容 本計画における目標 参考（R6 実績） 

①県内水道事業体へ開放 
する研修講座数 

4 講座/年 4 講座/年 

②全国会議（水道研究 
発表会）等で発表の実施 

１回/年 １回/年 

③海外水道事業体への 
技術支援 

技術支援の実施 技術支援の実施 

東ティモール民主共和国への職員派遣による技術支援 



61 

 

 

第
５
章 

実
施
計
画
□
５
か
年
の
主
要
施
策
□ 

３ 再生可能エネルギーの導入などの、環境負荷の低減に向けた取組 

環境負荷の低減に向けた取組として、浄給水場で導入しているマイクロ水力発電 

設備や太陽光発電設備により、再生可能エネルギーの利用を図っていきます。 

また、浄水処理過程で発生する浄水発生土や管路更新工事等において発生する建設

発生土、アスファルト塊及びコンクリート塊の再資源化を推進していきます。 

 

＜主な事業＞ 

①マイクロ水力発電設備、太陽光発電設備の安定的な運用 

 幕張給水場、妙典給水場及び北船橋給水場に導入したマイクロ水力発電設備、

ちば野菊の里浄水場に導入した太陽光発電設備の安定的な運用に取り組むことで、

環境負荷の低減を図るとともに、電力消費量の削減を目指します。 

  ②資源リサイクルの実施 

   浄水処理の過程において発生する浄水発生土について、セメント原料等として

再資源化します。また、管路更新工事等において発生する建設発生土やアスファ

ルト塊及びコンクリート塊についても再資源化していきます。 

 

 ※1 汚染されているなど再資源化できないものは除く。 
※2 含水率が高く再資源化が困難なものは除く。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業・取組の内容 本計画における目標 参考（R6 実績） 

① 再生可能エネルギー発電設備
活用による発電量 

4,420 千 kWh 4,194 千 kWh 

② 

浄水発生土の再資源化率※1 (浄水発生土) 100% 100% 

再利用可能な建設発生土の 
再資源化率※2 

(建設発生土) 100% 100% 

建設副産物の再資源化率※1 (建設副産物) 100% 100% 

マイクロ水力発電設備 太陽光発電設備 
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■主要施策(６) 事業・取組の成果 

 

事業・取組の成果 

二酸化炭素排出量の削減 
 
 

＜解説＞ 

 環境対策の実施により、従来に比べて削減される二酸化炭素排出量を示して  

います。 
目標（毎年度） ３,０００ｔ－CO２/年 
現状（令和６年度） ３,０５５ｔ－CO２/年 

 
 

➢ 主要施策(６)の 
３「再生可能エネルギーの導入などの、環境負荷の低減に向けた取組」① 
に掲げる事業の成果にあたります。 
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ｚｚｚｚ 
 

 

主要施策(７) 安定した運営体制の確立 

[施策の趣旨] 

今後、水道事業をとりまく経営環境については、管路や施設の更新・耐震化の事業

量の増加が見込まれる中、担い手となる技術職員の確保が難しくなるなど厳しい状況

が見込まれます。 

引き続き、水道施設の更新等を着実に進めて、安定的に水を供給していくため、人

材の確保・育成に積極的に取り組むとともに、一層の業務の効率化や情報システムの

適切な管理により、安定した運営体制を確立していきます。 

[主な取組] 

１ 人材の確保・育成及び能力開発 

事業を円滑に進めていく上で必要な人員の確保に向けた取組を実施するとともに、

職務の遂行に必要な能力を開発していくため、職員への研修を実施していきます。 

特に、近年は技術職員の確保が困難になってきていることから、技術職員の採用に

関して、より多くの能力と意欲の高い人材に応募してもらえるよう、企業局の魅力を

ＰＲするなどの取組を行うとともに、引き続き水道事業の運営に必要な専門的な  

知識・経験を有する技術職員を育成していきます。 

 

＜主な事業＞ 

  ①ホームページ・広報誌による情報発信、学校訪問、職場見学会等の実施 

   事業運営に必要な人員を確保するため、ホームページや県営水道の紹介パンフ

レット等により、企業局の魅力発信の取組を進めるとともに、事業運営に必要な

人員を確保するため、県内外の工業高校等への学校訪問及び職場見学会を開催す

るなどの取組を進めていきます。 

②役職や担当業務に応じた効果的な研修の実施、ＯＪＴ基本計画に基づく   

組織的なＯＪＴの実施 

   局職員にふさわしい人材育成を行うために、局主催でのコンプライアンス研修

や初任者研修を実施するほか、知事部局での研修や外部機関の研修への参加を推

進していきます。 

   また、これまでに蓄積されてきた技術力や現場のノウハウを効果的に継承して

いくため、ＯＪＴ基本計画に基づき、ＯＪＴの有効な推進を図ります。 

 

 

基本目標Ⅳ 
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  ③水道技術者を育成するための水道技術研修の実施 

   初任職員等の業務に初めて従事する職員を対象として実施する基礎研修や 

高度な専門的知識・技術等の習得を目的とした実務研修のほか、現場に直結した

技術を習得するため、管の接合技術等を学ぶ体験型技術研修を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 民間活力やデジタル技術等の活用による業務の効率化 

 今後も水道施設の更新等を着実に進めていくために、人材の確保・育成などの取組

に加え、民間活力やデジタル技術の活用を推進し、業務の効率化を図ることで、より

実効性を高めていきます。 

具体的には、これまで進めてきた取組を引き続き実施していくほか、新たな発注方

式であるデザインビルド（設計と工事の一括発注方式）やウォーターＰＰＰなどの官

民連携の調査・研究を行うとともに、今後も発展・普及が見込まれるデジタル技術を

活用していくことで、業務の効率化を図っていきます。 

 また、技術的な課題の解決を図るためには、民間企業や民間団体等との協働・連携

も有用であることから、必要に応じて共同で調査研究を行っていきます。 

 

事業・取組の内容 本計画における目標 参考（R6 実績） 

①訪問・見学会の実施回数 15 回/年  20 回/年 

②初任者研修 
コンプライアンス研修 
OJT 研修の実施回数 

各 1 回/年 各 1 回/年 

③技術研修講座数 23 講座/年 26 講座/年 

職場見学会 

 

水道技術研修 
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＜主な事業＞  

  ①デザインビルド等の新たな発注方式の調査・研究 

   大口径管路の更新ペースを引き上げていくため、デザインビルド等の新たな発

注方式の調査・研究を行っていきます。 

  ②ＩＣＴを活用したポンプ設備の遠隔モニタリング試験【再掲】 

   無人の給水場のポンプ設備に振動などを測定するセンサーを取り付け、ＩＣＴ

による遠隔モニタリングを行い、無人施設における巡視点検回数の縮減や不具合

の早期発見など、効率的な維持管理の可能性について検証していきます。 

③ウェアラブルカメラを活用した施設点検等【再掲】 

   浄給水場、水道事務所等で行う施設点検や事故対応の現地の状況をリアルタイ

ムで遠隔の庁舎等に伝達し、指示を受けながら的確な措置を講じる等、現場作業

の共有・記録に活用していきます。 

④人工衛星を活用した漏水調査【再掲】 

   地中に埋設されている管路の漏水の発生状況を早期かつ効率的に把握するた

め、人工衛星を活用した調査手法を試行的に実施するとともに、その効果を検証

していきます。 

  ⑤ドローンを活用した水管橋の点検調査【再掲】 

   近接目視による点検が構造上困難な水管橋について、ドローン（無人航空機）

を活用した点検を実施していきます。 

⑥新受付システムの導入に伴うオンライン化の推進【再掲】 

   令和８年１月に導入した新受付システムについて、安定的な運用を維持してい

くとともに、お客様からの要望等に応じた機能改善や、マイポータル等の利用促

進を図っていきます。 

 

 

事業・取組の内容 本計画における目標 参考（R6 実績）  

①新たな発注方式の調査・研究 試行工事の発注 － 

②ポンプ設備の遠隔モニタ 
リング効果の検証の実施 

本格導入に向けた効果の検証
(～R12) 

－ 

③ウェアラブルカメラを活用 
した効率的な点検等の実施 

業務量の削減 － 

④人工衛星を活用した漏水調査 
の効果検証の実施 

1,770km の試験導入 
と効果の検証(～R9) 

－ 

⑤ドローンを活用した 
水管橋の点検 

点検精度の向上 － 

⑥マイポータルの運用 各種通知書面の発行件数の削減 － 
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３ システムの安定運用及びセキュリティ対策の強化 

 県営水道では、情報システムを幅広い分野で活用しているため、システムの安定運

用と取り扱うお客様情報等の情報資産の安全性確保が重要です。 

 このため、定期的な機器等の更新や情報システムの改修を行うとともに、日々  

ネットワークを監視することで、システムの安定的な運用を確保していきます。 

 また、コンピュータウィルスや不正行為等の脅威から、お客様の個人情報等の重要

情報を保護するため、情報セキュリティ対策の強化を図ります。 

 

＜主な事業＞ 

  ①情報システム及びネットワークの整備 

   情報システムの安定運用及び情報資産の安全性の確保を図るため、機器等の更

新及びシステム改修を計画的に行うとともに適切な維持管理を実施することに

より、情報システムの安定的な運用を図ります。 

  ②ネットワークの監視 

   システム障害等は業務の継続性に大きな影響を及ぼすことから、24 時間 365 日

通信機器における動作状況の監視を行うとともに、万一、ネットワークの障害等

を検知した場合は、被害状況の確認や損傷データの復旧など即時対応を行い、障

害等の影響の最小化を図っていきます。 

  ③情報セキュリティ研修の実施 

   情報セキュリティ対策として、全職員を対象とした情報セキュリティ研修等を

実施し、各職員の情報セキュリティに関する知識の習得や意識の向上を図ります。 

 

  

  

事業・取組の内容 本計画における目標 参考（R6 実績） 

①情報システム等の整備 41 件/5 年 4 件/年 

②障害等への 12 時間以内の初期対
応（対応方針の決定、緊急時の
対応）実施率 

100% 100% 

③情報セキュリティ研修等受講率 100% 58% 
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■主要施策(７) 事業・取組の成果 

 

事業・取組の成果 

技術系の新規採用職員の定着率 
 
 

＜解説＞ 

技術系の新規採用職員が、採用されてから３年間在籍しているかの割合を示すも

のであり、数値が高いほど、人材の確保ができていることを表します。 
目標（毎年度） ９０％以上 
現状（令和６年度） ９７％ 

 

事業・取組の成果 

システム障害の業務への影響 
 

 
＜解説＞ 

ネットワークの障害や機器等の故障により、業務に影響を与えた件数を表してお

り、システムが安定的に運用していることを示すものです。 
※「システム障害」を「ネットワーク機器等の障害（天災によるものを除く）を

原因として、情報システムが１日以上使用できず、業務に影響を及ぼした案件」と

定義 
目標（毎年度） ０件 
現状（令和６年度） ０件 

 
 

➢ 主要施策(７)の 
３「システムの安定運用及びセキュリティ対策の強化」①～③ 
に掲げる事業の成果にあたります。 

➢ 主要施策(７)の 
１「人材の確保・育成及び能力開発」①～③ 
に掲げる事業の成果にあたります。 
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主要施策(８) 健全経営の推進 

 

[施策の趣旨] 

水道事業は、地方公営企業法で定める独立採算制の原則に基づき、必要な経費は水

道料金で賄うこととなります。 

一方、近年、国際・経済情勢は大きく変化しており、これに伴い物価の動向も大き

く変動する可能性があることに加え、今後は一層の水道施設の更新需要の高まりなど

が見込まれます。 

このため、県営水道では、経費の節減はもとより、企業債の積極的な活用や国から

交付税措置のある一般会計からの繰入を行うなどの収入の確保等により、健全経営を

推進し、財務基盤の強化を図っていきます。 

 

[主な取組] 

１ 費用の節減 

 県営水道では、これまでも浄給水場の運転管理の委託化、お客様センターへの受付

業務等の集約化、物品・機器等の一括調達、発注規模の大型化など様々な費用の節減

に努めてきました。 

 今後も、デジタル技術の活用による業務の効率化などにより、費用の節減を進めて

まいります。 

 

＜主な事業＞ 

  ①不断の支出見直しの実施 

令和８年１月から運用している「マイポータル」の活用による紙の使用量や郵

送費用等の削減や、「チャットボット」での自動応答及び「テキスト要約システム」

による応答記録の自動要約などによる電話応対業務の効率化等を進めることで経

費の節減を図ります。 

 

  

事業・取組の内容 本計画における目標 参考（R6 実績） 

①費用の節減 節減の実施 節減の実施 
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２ 水道施設整備の財源の確保 

 将来にわたって安全な水を安定して供給していくためには、施設や管路の更新・ 

耐震化などにしっかり取り組む必要があり、事業を進めるにあたっては多額の費用が

掛かります。そのための財源として、企業債や一般会計からの繰入金の活用に加え、

国からの財政措置の活用などを図っていきます。 

 

＜主な事業＞ 

  ①企業債の活用及び適正管理 

以下の財源の確保に取り組みます。 

○企業債： 

増加する施設等の更新需要に対応するため、これまで以上の活用を図って

いく一方、過度な借入による財務状況の悪化を招かないように、「企業債残高 

対 給水収益比率※１」を用いて一定の上限を設けることで、借入額をコントロ

ールしていきます。 

○一般会計からの繰出金： 

一般会計からの繰入については、毎年度、国からの通知により基準が定め

られます（繰出基準）。この「繰出基準」に基づいた最大限の繰入が確実に行

われるよう、県の一般会計に対して、継続的に繰出を要望していきます。 

○国庫補助金の確保： 

国に財源措置の新設や改善の要望を続けるとともに、要望が実現した際に

は、財源の確保に向け国庫補助金を要求していきます。 

 

 

  

事業・取組の内容 本計画における目標 参考（R6 実績） 

①企業債残高対給水収益比率 289%以下 258% 

※1 企業債残高 対 給水収益比率：水道事業体の財務状況を示す指標の一つで、給水収益に対する企業債残高
の割合（％）。県営水道では、建設事業費の増に伴う資金需要の増加に対応するため、これまでの 270 
パーセントから段階的に増やし、令和 12 年度までは 300 パーセントの上限を目安としている。 
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３ 適正な料金水準の検証 

 県営水道では、本計画の計画期間である令和８年度から令和１２年度までの５年間

を見据え、令和８年４月、３０年ぶりとなる水道料金の改定を行いました。この料金

改定により、計画期間中は安定した財務運営が可能であると考えています。 

 一方、老朽化する管路や施設は、今後、次々と更新の時期を迎えることから、令和

１３年度以降、施設整備費の増加により再び厳しい財政状況になることも考えられま

す。 

 また、近年では、国際・経済情勢が大きく変化しています。これに伴い物価の動向

も大きく変動する可能性があることに加え、管路や施設の更新・耐震化に対する国の

財源措置の議論も本格化していくことが見込まれます。 

 こうした動きは今後の財政収支見通しにも影響を与えるものと考えられますので、

次期計画期間である令和１３年度以降に向け切れ目なく財政収支見通しや料金水準

を検証していきます。 

 

＜主な事業＞ 

  ①財政収支見通しのローリング及び料金水準の検証 

   毎年度の決算、国の財政措置の動向や経済情勢などを考慮した財政収支見通し

のローリングの実施や、料金水準のあり方の検討などを進めていくとともに、そ

の結果について、ご利用の皆様に理解を求めていきます。 

 

 

  

事業・取組の内容 本計画における目標 参考（R6 実績） 

①財政収支見通しのローリング 
及び検証の実施回数 

１回/年 － 
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■主要施策(８) 事業・取組の成果 

 

事業・取組の成果 

経常収支比率 
 
 
 
 

＜解説＞ 

 経常費用に対する経常収益の割合を示すものです。数値が高いほど、経常利益が

確保できていることを表します。 
 
目標（毎年度） １００％以上 
現状（令和６年度） １０６．６％ 

 

事業・取組の成果 

自己資本構成比率 
 
 
 

＜解説＞ 

 総資本に対する自己資本の割合を示すものです。数値が高いほど、事業が安定し

ていることを表します。 
目標（毎年度） ７０％以上 
現状（令和６年度） ７６．１％ 

 

事業・取組の成果 

料金回収率 
 
 
 
 

＜解説＞ 

 給水原価※1 に対する供給単価※2 の割合を示すものです。料金回収率が 100％を下

回っている場合、給水にかかる費用が給水収益以外の他の収入で賄われていること

を表します。 

※1 給水原価：水１㎥を作るためにかかる費用 
※2 供給単価：水１㎥の販売収入 
目標（毎年度） １００％以上 
現状（令和６年度） １００．１％ 

 

➢ 主要施策(８)の 
２「水道施設整備の財源の確保」① 
３「適正な料金水準の検証」① 
に掲げる事業の成果にあたります。 

➢ 主要施策(７)の 
２「民間活力やデジタル技術等の活用による業務の効率化」①～⑤ 
主要施策(８)の 
１「費用の節減」① 
３「適正な料金水準の検証」① 
に掲げる事業の成果にあたります。 

➢ 主要施策(７)の 
２「民間活力やデジタル技術等の活用による業務の効率化」①～⑤ 
主要施策(８)の 
１「費用の節減」① 
３「適正な料金水準の検証」① 
に掲げる事業の成果にあたります。 

※ 経常収支比率＝ ×100
（営業収益＋営業外収益）

（営業費用＋営業外費用）
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 第６章 財政収支見通し 
 

[計画期間（令和８年度～令和１２年度）における財政収支見通し] 

 県営水道では、本計画の計画期間である令和８年度から令和１２年度までの５年

間を見据え、令和８年４月、３０年ぶりとなる水道料金の改定を行いました。これ

により、５年間の計画期間中は安定した財務運営が可能であると考えています。 

 この料金改定における料金水準の検討にあたっては、水道事業運営審議会などで

の議論も踏まえ、収入面では最新の水需要見通しを使用し、支出面では直近の物価

動向等を加味するなど、これまでよりも精査した財政収支見通しを作成しました。 

 
（１） 主な収入・支出の見込み方 

 

ア 給水収益 

 県営水道の収入の大半を占める給水収益については、水需要見通しに基づき、

生活用水※1と業務用水※2に分けて推計を行った上で、令和８年４月の料金改定を反

映しています。なお、水需要（年間給水量）の見通しとしては、令和８年度以降、

生活用水については、当面は給水人口の増加が見込まれるものの、一人一日平均

使用水量の減少から横ばい傾向となっていますが、業務用水については、データ

センターなど産業面での需要が増える傾向にあり、全体として令和１２年度まで

は微増となることが見込まれています。 

 

年間給水量の実績と将来推移 

 

329,286 315,720 318,937 321,164 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

業務用水（実績） 生活用水（実績） 業務用水（推計） 生活用水（推計） 年間給水量（実績） 年間給水量（推計）

(千㎥/年)

(年度)

（R6実績） （R12ピーク）（H16実績最大）

長期的に見ると、生活用水は増加傾向で推移
している一方、業務用水はH12以降、減少傾向
であったため、全体としては横ばい傾向で推移

生活用水量(実績) 生活用水量(推計)

業務用水量(推計)業務用水量(実績)

※1 生活用水は、給水人口（国立社会保障・人口問題研究所の将来推計等を基に推計）と一人一日平均使用 
水量（水使用アンケートから得られた水使用実態を基に推計）から推計している。 

※2 業務用水（生活用水量以外の水量）は、今後の水需要に関するヒアリング等を行い集計（新規立地企業 
分等も加味）している。 
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イ 主な支出項目 

 支出面では、令和６年度決算等をベースに様々な経済指標を基に設定した物価

上昇率等を乗じて各費用を見込んでいます。水をつくり、供給するために必要な

費用である人件費、動力費、薬品費、修繕費、委託料や、水をきれいにし、安全

に運ぶために必要な管路や浄給水場の更新・耐震化の費用である建設事業費など

主な支出項目についての考え方は、次のとおりです。 

 

《人件費》 

 近年の給与水準の上昇等に伴う人件費の増加を踏まえ、令和６年度決算をベース

に推計しました。 

 

《動力費》 

 浄給水場の運転に要する電気料金などです。給水量によって変動しますので、

令和６年度決算をベースに、水需要見通しを使用して推計しました。 

 

《薬品費》 

 臭気除去など、水をきれいにするための薬品購入に要する経費です。主に給水

量によって変動しますが、各年度の原水水質によっても変動しますので、令和６

年度を含む過去５年間の実績額の平均をベースに、水需要見通しを使用して推計

しました。 

 

《修繕費》 

 浄給水場の配水池等は計画的な大規模修繕を、電気・機械設備は定期的な修繕

をそれぞれ実施するために必要な経費を見込んでいます。また、管路については

近年の漏水状況を踏まえて、直近の令和６年度決算よりも増額を見込んでいます。 

 

《委託料》 

 浄給水場の運転管理委託等は、令和６年度を含む過去５年間の実績額の平均に

より推計しています。浄給水場や管路の保守点検等は、老朽化の進行を踏まえて、

直近の令和６年度決算よりも増額を見込んでいます。 
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《建設事業費》 

 県営水道の管路や浄給水場は高度経済成長期以降に集中的に整備されたものが

多く、今後、次々に老朽化が進んでいきますので、更新に係る建設事業費の増加

を見込んでいます。 

 また、首都直下地震などが予想されていることを踏まえ、防災対策をより一層

進めていくことも加味しています。 

 

《減価償却費》 

 減価償却費は、管路や浄給水場の更新・耐震化（建設事業費）の見込額をもと

にして見込んでいます。 

 

《支払利息》 

 企業債に係る支払利息については県営水道で実際に借り入れている国からの財政

融資資金（借入期間：３０年・１０年）の直近の金利をベースに推計しました。 

 

ウ 物価上昇率等 

 物価上昇率等については、下表のとおり設定しています。 

 

 
 

物価上昇率等（令和８～１２年度） 
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（２） 資金の確保の考え方 

 県営水道の運営にあたっては、建設事業費、企業債の償還、人件費や維持管理

費などの様々な経費の支払いが生じます。このため、一定の保有資金を用意して

おく必要がありますので、資金不足を避けるために必要な各年度末の資金残高を

１５０億円※1としています。 

 東日本大震災以降は大規模な自然災害に備えるため、液状化による被害が想定

される湾岸埋立地域の管路の耐震化を前倒ししてきたところですが、財源として

は、それまでに蓄積していた資金を活用しながら実施することで現行の料金水準

を維持してきました。 

 昨今の物価高騰に伴う様々な経費の増加を受けて、資金の減少スピードが速ま

っていますが、令和８年４月の水道料金の改定により給水収益が増加するため、

令和１２年度までの間、各年度末の資金残高として１５０億円を確保できる見込

みです。 

 

 

 

年度末資金の推移 
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年度末資金 必要となる資金残高(150億円)

（億円）

※1 150億円のうち100億円は、会計年度中における建設事業費の支払いや企業債の償還などが集中する時期 
に資金ショートしないよう確保するもの。50億円は、想定外の災害対応などに備えた資金。 
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（３） 企業債の発行について 

 管路や浄給水場の更新・耐震化の財源として必要な資金を確保するには、企業

債の活用は一つの有効な手段ですが、一方で、企業債の増額に関しては、過度な

借入による財務状況の悪化を招かないように、「企業債残高 対 給水収益比率」

を用いて、一定の上限を設けています。 

 これまでは２７０パーセントを目安としてきましたが、今後は、建設事業費の

増に伴う資金需要の増加に対応するため、令和１２年度までは３００パーセント

を上限としました。 

 

 

 

 

企業債残高の見通し 
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（４） 一般会計から県営水道への繰出金 

 水道事業は独立採算制が原則ですが、例外的に国が定める基準による一般会計

繰出金を受けることができます。これは、事業の赤字補塡を行う性格のものでは

なく、例えば、管路の耐震化については、一定の水準以上に整備を進めるなど、

通常以上の経営努力を行う分が繰出対象※1となっています。 

 県営水道につきましては、一般会計の財政状況の悪化等に伴い、平成１５年度

以降、繰入は行われてきませんでした。 

 令和８年４月からの料金改定にあたっては、基準で定める上限まで繰入を受け

ることにより、引上げによる利用者の負担を少しでも軽減することとしました。

基準内での最大額として、５年間で総額３２４億円の繰出金を見込んでいます

（料金の引上げ幅が５．１％抑えられました）。 

 

  

※1 通常以上の経営努力を行う分とは、令和 7 年度の基準では、例えば、水道管路の耐震化事業において、 
国が水道事業体の規模に応じて定めている通常事業費分に上乗せして実施する事業費のことをいい、 
この事業費の4分の1が繰出対象となる。一般会計は、繰出金の財源として出資債を起債でき、その 
元利償還金の2分の1は国から地方交付税措置される。 
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（５） 財政収支見通し 

 

ア 収益的収支について 

 計画期間５年間の収益的収支については、給水収益（水道料金収入）等の収益

的収入４，８８５億円に対し、水道水をつくり、供給するために必要な費用等の

収益的支出は４，３７９億円を見込んでいます。 

 期間中、収益的支出が年々増加する一方で、令和８年４月の料金改定（平均改

定率１８．６パーセント）により、５年間の総額で２６１億円の純利益（消費税

調整後）を確保することができるものと見込んでいます。 

 なお、この純利益の２６１億円については、水道施設の更新・耐震化等を行う

資本的収支の不足額を補塡することに使用します。 

 

 

収益的収支の見通し 

 

イ 資本的収支について 

 水道施設の更新・耐震化等を行う建設事業費などの資本的支出については、 

５年間で３，５１３億円を見込んでいます。 

 この支出額は、企業債や一般会計繰出金等の資本的収入１，５７３億円のほか、

各年度に計上される純利益や、減価償却費等から生ずる損益勘定留保資金※1などに

よってまかなわれることになります。 

※1 損益勘定留保資金：収益的支出の中でも減価償却費等は現金支出を伴わないため、損益計算において 
純利益（又は純損失）を計上した後、その分、会計内部に資金が留保されることになります。 
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ウ 財政収支見通し 

  

 

財政収支見通し 

 

 

 この財政収支見通しについては、令和８年度以降、毎年度の決算（令和７年度

決算～）、国の財政措置の動向や経済情勢などを考慮し、ローリングを実施して

いくものとしています。 

 

 

（億円）

R8 R9 R10 R11 R12 R8～12計

964 970 977 987 987 4,885

777 783 784 785 787 3,916

829 848 868 901 932 4,379

464 475 486 506 522 2,453

69 70 72 74 76 361

41 43 44 46 48 223

91 96 96 100 105 487

33 35 36 38 39 182

114 119 123 128 132 616

343 348 355 364 371 1,780

23 25 27 32 39 146

95 79 59 29 0 261

R8 R9 R10 R11 R12 R8～12計

239 227 293 389 425 1,573

145 139 186 271 307 1,048

52 44 66 81 81 324

603 637 720 783 770 3,513

473 512 605 656 639 2,886

346 365 450 519 514 2,194

13 18 27 26 28 113

114 129 128 111 97 579

127 123 115 126 130 621

R8 R9 R10 R11 R12 R12末

1,795 1,811 1,882 2,027 2,204 2,204

150 150 150 151 150 150

※端数処理のため、合計が一致しない場合がある

企業債残高

資金残高

うち建設事業費

管路

施設

設備等

うち企業債償還金

企業債、資金残高

資本的収支

収入

うち企業債

うち一般会計繰出金

支出

うち修繕費

うち薬品費

うち委託料

減価償却費等

支払利息

純利益（消費税調整後）

収益的収支

収入

うち給水収益

支出

営業経費等

うち人件費

うち動力費



80 

 

 

第
６
章 

財
政
収
支
見
通
し 

 
 

 

 

 
収益的収支と資本的収支 

 

 

 

 

  

（19.8%）

（80.2%） （56.0%）

（40.6%）

（3.3%）

営業経費等
2,453億円

減価償却費等
1,780億円

支払利息 146億円

消費税調整額 245億円
純利益 261億円

収入 支出

その他 969億円

給水収益
3,916億円

収益的収支

※収益的支出の％表示は分母に純利益
及び消費税調整額を含まない。

損益勘定留保資金
等による補塡

1,940億円

その他 201億円

一般会計繰出金
324億円

企業債
1,048億円

建設事業費
2,886億円

企業債償還金
621億円

その他 6億円

収入 支出

資本的収支

（20.6%）

（66.6%）

（12.8%）

※資本的収入の％表示は分母に損益勘定
留保資金等による補塡を含まない。

（17.7%）

（82.2%）

（0.2%）
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県営水道では、平成８年度の料金改定以来、３０年間料金の引上げをせずに経営

してきました。この背景には、管路や浄水場などの水道施設を整備してから年数が

浅く、更新の必要性が少なかったことに加え、日本全体が長引くデフレの中にあり、

様々な経費が低く抑えられていたことなどが挙げられます。 

現在、全国的に、高度経済成長期以降に整備した多くの管路や施設で老朽化が 

進み、漏水事故や道路の陥没事故などが多く発生しています。また、令和６年１月

に発生した能登半島地震では、広範囲の断水が発生して復旧にかなりの時間を要し

ました。 

県営水道では、日頃から管路の漏水調査などを行うとともに、東日本大震災以降

は大規模な自然災害に備えるため、液状化による被害が想定される湾岸埋立地域の

管路の耐震化を前倒しすることで、大規模な事故を未然に防いできたところです。 

しかしながら、管路の耐震化率は未だに３０％にとどまっており、浄給水場の 

多くの施設が築後５０～６０年以上経過している中で、首都直下地震などの自然 

災害の危険性も高まっていることから、これまで以上にスピード感を持って水道施

設の更新・耐震化を進めていかなくてはなりません。 

さらに、昨今の物価高騰に伴い様々な経費が増加していることから、令和８年度

から令和１２年度までの財政収支見通しの試算を行ったところ、多額の資金不足が

見込まれる結果となり、企業債（借入金）の活用やあらゆる経費の節減努力に加え、

平成１５年度以降行ってこなかった一般会計から水道事業会計への繰入について 

再開し、上限まで活用することとしても、なお５年間で５００億円を超える資金 

不足が見込まれる試算となりました。 

このため、令和７年５月２９日に学識経験者や住民代表等から構成される千葉県

水道事業運営審議会に対し、「今後の県営水道の料金水準と料金体系のあり方」に

ついて諮問し、議論いただきました。その結果、令和７年１０月１６日に平均で 

１８．６％の料金引上げは妥当であることなどを内容とする答申をいただきました。 

県はこの答申を踏まえ、１２月定例県議会に料金改定に伴う条例改正案を提案し、

可決されたことで、令和８年４月１日からの料金改定を実施させていただくことに

なりました。 

詳しい経過については、千葉県営水道ホームページをご覧ください。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/souki/ryoukinminaosi.html  

コラム 令和８年４月の水道料金改定について


